


は じ め に 

 

東京では、急速に高齢化が進展しており、団塊の世代が後期高齢者となる平成３７

年（２０２５年）には、高齢者数が３３２万人に達すると推計され、都民の４人に１

人が高齢者となることが見込まれています。また、同時に、高齢者の一人暮らしや高

齢者のみ世帯が増加していくことも予測されています。 

多くの高齢者は可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けることを望んでおり、その

ためには、住まい、生活支援、医療、介護、予防といったケアを地域で一体的に提供

していく「地域包括ケアシステム」の構築を推進していくことが重要です。 

高齢者が住み慣れた地域で尊厳を保持し、その人らしい生活を送ることができるよ

う、高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備を行うための会

議体が「地域ケア会議」であり、地域包括ケアシステムを実現するための有効な手法

の一つです。 

地域ケア会議は、昨年３月に国が運営マニュアルを示し、今後、介護保険法（平成

９年法律第123 号）で制度的にも位置付けられる予定ですが、都内区市町村において

は、地域の実情に応じて様々な考え方や形式で開催されているのが現状です。 

地域包括ケアシステムを構築していくためには、区市町村や地域包括支援センター

が地域ケア会議の目的や機能を正しく理解し、地域の実情に応じて地域ケア会議を効

果的に開催していくことが求められています。 

そのため、都では、今年度、高齢者保健福祉施策推進委員会に地域ケア会議推進部

会を設置し、都内区市町村の地域ケア会議の開催状況等について調査するとともに、

東京にふさわしい地域ケア会議のあり方について、議論、検討し、区市町村が地域ケ

ア会議を開催する際の手引きとなるよう、この報告書をとりまとめました。また、地

域ケア会議推進部会にケアマネジメントの質の向上分科会を設置し、地域包括ケアシ

ステムの構築に向けたケアマネジメントの質の向上を図るため、介護支援専門員が地

域ケア会議で事例提出者となる場合に活用するシートを作成し、本報告書に掲載しま

した。 

本報告書を活用し、それぞれの地域で効果的な地域ケア会議が開催されることを願

ってやみません。 

 

平成２６年３月 

 

東京都福祉保健局 





目 次 

 

第１章  都内区市町村における地域ケア会議の現状について・・・・・・・・・・１ 

（平成２５年度アンケート調査結果まとめ） 

１ 調査の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

  ２ 区市町村向け調査の集計結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

  ３ 地域包括支援センター向け調査の集計結果・・・・・・・・・・・・・１９ 

 

第２章 東京都における地域ケア会議の効果的な運営に向けた視点について・・２９ 

  １ 東京都における地域ケア会議の望ましい姿について・・・・・・・・・２９ 

  ２ 地域ケア会議の効果的な運営に向けた視点について・・・・・・・・・３３ 

  ３ 地域ケア会議の効果的な運営に向けた区市町村の役割について・・・・３６ 

 

第３章 地域ケア会議の実践例について・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９ 

  １ 立川市における地域ケア会議の取組のポイント・・・・・・・・・・・３９ 

  ２ 国分寺市における地域ケア会議の取組のポイント・・・・・・・・・・６３ 

  ３ 府中市「地域包括支援センターこれまさ」における地域ケア会議の取組 

    のポイント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７９ 

 

第４章 資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８５ 

  １ 「保険者と介護支援専門員が共に行うケアマネジメントの質の向上ガイ 

ドライン」掲載の「リ・アセスメント支援シート」と「ケアマネジメン 

トの課題整理シート」について・・・・・・・・・・・・・・・・・・８７ 

  ２ 平成２５年度地域ケア会議に関するアンケート調査 調査票（区市町村 

・地域包括支援センター）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９８ 

  ３ 地域ケア会議推進部会 委員名簿・・・・・・・・・・・・・・・・１０９ 

  ４ 地域ケア会議推進部会 検討経過について・・・・・・・・・・・・１１０ 

 





－ 1－

 

第１章  都内区市町村における地域ケア会議の現状について 
（平成２５年度アンケート調査結果まとめ） 

 
 
 地域ケア会議推進部会において地域ケア会議の効果的な活用方法等を議論するに

当たり、東京都における地域ケア会議の現状を把握するため、都内全区市町村及び

全地域包括支援センターを対象とした調査を実施した。 
 第1章では、このアンケート調査の結果を示す。 
 
 

１ 調査の概要 

 
（１） 調査名 

平成２５年度東京都地域ケア会議に関するアンケート調査 
 
（２） 目的 

都内区市町村及び地域包括支援センターにおける地域ケア会議の開催状況と

課題を検証するための基礎資料とする。 
 
（３） 調査実施時期 

平成２５年１０月 
 
（４） 調査対象及び回収率 

ア 区市町村調査 
都内６２区市町村（回収率１００％） 
 

イ 地域包括支援センター調査 
都内全地域包括支援センター（回答数：３６５センター、回収率９４．６％） 

※平成２５年１０月１日現在設置センター数：３８６センター 
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２ 区市町村向け調査の集計結果 

 

（１）地域ケア会議の開催状況（管内の地域包括支援センターの開催状況を含む） 

   区市町村内の地域ケア会議の開催状況（管内の地域包括支援センターの開催

状況を含む）については、「開催している」が44区市町村(「試行中」2区市町

村を含む）、「開催していない」が18区市町村である。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域ケア会議の主催者 

   地域ケア会議を開催している 44 区市町村のうち、「地域包括支援センターの

みが地域ケア会議を主催している」が 23 区市町村、「区市町村主催の会議と地

域包括支援センター主催の会議の両方がある」が 16 区市町村、「区市町村のみ

が地域ケア会議を主催している」が 5 区市町村であり、地域ケア会議を開催し

ている区市町村の半数以上において、地域包括支援センターのみが会議を主催

していることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域ケア会議の開催状況（62区市町村）

地域ケア会議を開
催している, 44区市

町村, 71.0%

地域ケア会議を開
催していない（検討
中及び予定なしの

合算）, 18区市町村,
29.0%

地域ケア会議の主催者
（n=地域ケア会議を開催している44区市町村）

区市町村主催の会
議と地域包括支援
センター主催の会
議の両方がある,

16区市町村
, 36.4%

区市町村のみが地
域ケア会議を主催し

ている,
 5区市町村, 11.4%

地域包括支援セン
ターのみが地域ケ

ア会議を主催してい
る, 23区市町村,

52.3%
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（３）地域ケア会議を開催していない理由 

   地域ケア会議を実施していない(管内の地域包括支援センターを含めて区市

町村全体として地域ケア会議を実施していない）18 区市町村にその理由をたず

ねたところ、「今後の実施に向けて検討中である」及び「業務多忙のため、会議

を開催する余裕がない」が最も多く、続いて「他の取組により十分に地域ケア

会議の機能を果たすことができている」、「地域ケア会議の運営方法が分からな

い」の順となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域ケア会議を開催していない理由
（n=地域ケア会議を開催していない18区市町村・複数回答）

5

5

4

3

2

1

1

1

0 1 2 3 4 5 6

今後の実施に向けて検討中である

業務多忙のため、会議を開催する余裕がない

他の取組により十分に地域ケア会議の機能を果たすことが

できている

地域ケア会議の運営方法が分からない

地域ケア会議の開催を必要とする案件がない

医療関係者の参加が困難

会議体はあるが、まだ地域ケア会議として正式な位置付け

がされていない

狭い地域であり、日々の業務で高齢者の実態把握や課題

解決、関係者間の連携が可能
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（４） 地域ケア会議が果たしている機能 

 ア 区市町村が主催する地域ケア会議の機能 

   区市町村が主催する地域ケア会議が果たしている機能として、最も多いのは「地

域包括支援ネットワーク構築機能」で、続いて「地域課題発見機能」、「地域づくり・資

源開発機能」の順となっている。一方、最も少ないのは、「個別課題解決機能」であっ

た。区市町村レベルの地域ケア会議では、個別ケースの検討よりも、関係者間の連

携構築や地域に共通する課題の把握、地域資源の開発を多く行っているものの、そ

れらを踏まえて政策形成まで至っている区市町村は、現時点では多くないことがうか

がえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 地域包括支援センターが主催する地域ケア会議の機能 

   区市町村に対して、管内の地域包括支援センター主催の地域ケア会議が果た

している機能をたずねたところ、最も多いのは「地域包括支援ネットワーク構

築機能」で、続いて「個別課題解決機能」、「地域課題発見機能」の順であり、

最も少ないのは「政策形成機能」であった。地域包括支援センターが主催する

会議においては、個別ケースの検討や、個別課題の解決を通じた関係機関の連

携の強化、地域に共通する課題の把握を中心的に行っていることがうかがえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区市町村が主催する地域ケア会議の機能
（n=地域ケア会議を主催している20区市町村・複数回答）

7

19

16

13

10

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

個別課題解決機能

地域包括支援ネットワーク構築機能

地域課題発見機能

地域づくり・資源開発機能

政策形成機能

地域包括支援センターが主催する地域ケア会議の機能
（n=地域包括支援センター主催の会議が開催されている37区市町村・複数回答）

31

32

30

23

4

0 5 10 15 20 25 30 35

個別課題解決機能

地域包括支援ネットワーク構築機能

地域課題発見機能

地域づくり・資源開発機能

政策形成機能



－ 5－

 

（５）地域ケア会議の開催回数 

 ア 区市町村が主催する地域ケア会議の回数 

   区市町村が主催する地域ケア会議の開催回数（平成25年4月から9月末まで

の実績合計）については、「1 回～5 回」が一番多く、次いで「6 回～10 回」で

あり、月平均で考えると、1区市町村当たり概ね月1回又は2回開催されている

ことが多いことがうかがえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

イ 地域包括支援センターが主催する地域ケア会議の回数 

   区市町村に対して、地域包括支援センター主催の地域ケア会議の開催回数（平

成25年4月から9月末までの実績合計、管内の地域包括支援センターの開催回

数を合算）をたずねた。区市町村により、地域包括支援センターの設置数に差

があるため単純に比較はできないが、「21回～30回」という回答が最も多く、「11

回～20回」及び「1回～5回」が続いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区市町村が主催する地域ケア会議の開催回数
（n=地域ケア会議を主催している20区市町村・複数回答）

3

7

5

2

2

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0回（9月末時点では開催実績なし）

1回～5回

6回～10回

10回～20回

30回～40回

不明（回数をカウントしていない会議がある）

地域包括支援センターが主催する会議の回数
（n=地域包括支援センター主催の会議が開催されている37区市町村・複数回答）

5

4

5

7

1

2

2

3

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1回～5回

6回～10回

11回～20回

21回～30回

31回～40回

41回～80回

81回～100回

120回～180回

不明（区市町村では回数を把握していない）
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（６）地域ケア会議の構成員 

 ア 区市町村が主催する地域ケア会議の構成員 

   区市町村が主催する地域ケア会議の構成員については、区市町村職員、地域

包括支援センター等職員を除くと、「医師・歯科医師」及び「社会福祉協議会職

員」が最も多く、続いて「民生・児童委員」、「薬剤師、看護師、歯科衛生士、

保健師」、「警察・消防」の順となっている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区市町村主催の地域ケア会議の構成員
（n=地域ケア会議を主催している20区市町村・複数回答）

20

20

15

15

13

12

12

11

11

9

9

8

6

5

5

4

4

3

1

0 5 10 15 20 25

区市町村職員

地域包括支援センター・在宅介護支援センター・シルバー交番職員

医師・歯科医師

社会福祉協議会職員

民生・児童委員

薬剤師、看護師、歯科衛生士、保健師

警察・消防

居宅介護支援事業所の介護支援専門員
地域住民・ボランティア

（町会・自治会、老人クラブ、管理組合、近隣住民等）
居宅介護支援事業所以外の介護サービス事業所職員

福祉施設の職員

その他

ライフライン事業者（電気・ガス・水道）

宅配・配送・配達業者（郵便、新聞、配食サービス等）

弁護士、司法書士

栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
地域の商店・事業者

（スーパー、コンビ二、金融機関等）
住宅管理者（ＪＫＫ・ＵＲ）、不動産業者、管理人

本人・家族
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イ 地域包括支援センターが主催する地域ケア会議の構成員 

  区市町村に対して、地域包括支援センター主催の地域ケア会議の構成員につい 

てたずねたところ、区市町村職員、地域包括支援センター等職員を除くと、「居宅 

介護支援事業所の介護支援専門員」で、「民生・児童委員」、「居宅介護支援事業所 

以外の介護サービス事業所職員」と続いている。また、「本人・家族」を挙げた区 

市町村は16あった。地域包括支援センターが主催する会議では、ケース当事者の 

地域生活により身近な関係者の参加が多いことがうかがえる。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括支援センター主催の地域ケア会議の構成員
（n＝地域包括支援センター主催の会議が開催されている37区市町村・複数回答）

37

35

35

33

25

24

23

22

22

18

16

16

11

11

9
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4

0 5 10 15 20 25 30 35 40

地域包括支援センター・在宅介護支援センター・シルバー交番職員

区市町村職員

居宅介護支援事業所の介護支援専門員

民生・児童委員

居宅介護支援事業所以外の介護サービス事業所職員

医師・歯科医師

社会福祉協議会職員

地域住民・ボランティア

（町会・自治会、老人クラブ、管理組合、近隣住民等）

薬剤師、看護師、歯科衛生士、保健師

福祉施設の職員

本人・家族

警察・消防

弁護士、司法書士

住宅管理者（ＪＫＫ・ＵＲ）、不動産業者、管理人

栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

地域の商店・事業者

（スーパー、コンビ二、金融機関等）

ライフライン事業者（電気・ガス・水道）



－ 8－

 

（７）地域ケア会議の開催に関する方針の提示状況 

   地域包括支援センター主催で地域ケア会議が開催されている37区市町村のう

ち、6割弱が地域包括支援センターに対し文書で地域ケア会議の実施方針を示し

ており、2割弱が口頭で実施方針を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

【示している方針の内容（主な回答）】 
・地域ケア会議の目的  ・主催者       ・会議の機能 
・実施形式       ・検討対象事例の例示 ・構成員 
・回数の目安  
・開催にあたり最低限必要な準備項目（開催通知、関連部署との情報共有等） 
・個人情報保護の取扱い方法 
・使用する帳票類（計画書・事例提出フォーム、報告書書式等） 
・個人情報保護規定がない参加者用の宣誓書  

  【方針の示し方（主な回答）】 
  《文書による提示の場合》 

・地域包括支援センター委託契約書・仕様書への記載 
・地域包括支援センター運営要綱への記載 
・地域包括支援センター運営方針への記載 
・地域包括支援センター向けに区市町村が示している業務マニュアルへの記載 
・区市町村担当課名の文書の発出  

《口頭による提示》 
・地域包括支援センター運営協議会における説明 
・既存の会議の中で地域ケア会議として位置付けているものについて説明した上での、口
頭による地域ケア会議の方向性の提示  

  【方針を示していない場合の理由（主な回答）】 
    ・地域の実情に合った地域ケア会議の効果的なあり方について模索中であるため、方針を

直ちに示せる段階ではない。   
・従前から必要に応じて地域の実情に合わせた会議が開催されており、改めて方針を示す

必要性を感じていない。 
・方針は示していないが、区市町村担当課の職員がその都度相談に乗り、地域課題に即し

た事例を選定できるよう支援している。 
・「地域ケア会議運営マニュアル」（平成25年 3月一般財団法人長寿社会開発センター発
行）を参照してもらっているため、方針は示していない。 

・直営包括のため、常に行政と一体的になりながら、地域ケア会議の運営を行っており、
あえて方針を示す必要性がない。 

・人口が少なく、全ての高齢者（対象者）を把握しており、個別に話し合いもできるた
め、文書では示していない。 

地域包括支援センターに対する
地域ケア会議の実施方針の提示状況

（ｎ=地域包括支援センター主催の会議が開催されている37区市町村）

示していない,
 9区市町村,

24.3%

口頭で示している,
 6区市町村

, 16.2%

文書で示している,
22区市町村

, 59.5%
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（８）地域ケア会議における個人情報取扱いについての方針の提示状況 

   地域包括支援センター主催で地域ケア会議が開催されている37区市町村のう

ち、4割強が地域包括支援センターに対し文書で地域ケア会議における個人情報

の取扱いについての方針を示しており、2割弱が口頭で方針を示している。文書

による場合と口頭による場合を合算すると、全体の 6 割強が地域包括支援セン

ター地域ケア会議における個人情報取扱いについての方針を示していることが

分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【示している方針の内容（主な回答）】 
・法令上守秘義務のない参加者については、誓約書を提出してもらう等留意をすること。 
・個人情報の記載された文書の取扱いに留意すること。 
（会議資料に番号を振り、会議終了後回収し番号の突合を行うことで外部への流出につ
いて阻止すること等） 

・各会議の開催時に、守秘義務に関する考え方を参加者全員に説明し注意喚起を行うとと
もに、議事録にその旨を記録すること。 

・個人情報が分からないよう事例を加工した上で会議で取り上げること。  
 【方針の示し方（主な回答）】 

・区市町村個人情報保護条例に基づき対応 
・地域包括支援センター委託契約書・仕様書への記載 
・地域包括支援センター運営要綱・協定書への記載 
・地域包括支援センター運営方針への記載 
・地域包括支援センター向けに区市町村が示している業務マニュアルへの記載 
・地域ケア会議として位置づけている会議体の設置要綱への記載 

  【方針を示していない場合の理由（主な回答）】 
・地域の実情に合った地域ケア会議の効果的なあり方について模索中であるため、方針を
直ちに示せる段階ではない。   

・個人情報の適切な取り扱いについてすでに徹底されているため。 
・委託先団体の個人情報保護規定に基づき適正に取り扱うこととしているため。 

 
 
 

地域包括支援センターに対する
地域ケア会議における個人情報取扱いにかかる方針の提示状況

（n＝地域包括支援センター主催の会議が開催されている37区市町村）

示していない,
 14区市町村

, 37.8%

口頭で示している,
 7区市町村

, 18.9%

文書で示している,
16区市町村

, 43.2%
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（９）地域包括支援センターから区市町村に地域課題を報告する仕組みの有無 

   地域包括支援センター主催で地域ケア会議が開催されている37区市町村のう 

ち、8 割強が「地域包括支援センターから区市町村に対し、会議で明らかになっ

た地域課題を報告する仕組みがある」と回答した。また、報告仕組みがある区市

町村のうち、6割強が「報告様式を作成している」と回答している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

さらに、上記の質問において、「地域包括支援センターから区市町村へ地域課 

題を報告する仕組みがある」と回答した区市町村に対し、報告の頻度をたずね

たところ、「会議開催の都度報告している」という回答が最も多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【報告する頻度「その他」の回答（主な回答）】 

・報告は不定期で、必要の都度報告を依頼している。 

・区市町村担当課職員はほぼ毎回出席しているため、把握できる。 

  

 

地域包括支援センターから区市町村に
地域課題を報告する仕組みの有無

（n＝地域包括支援センター主催の会議が開催されている37区市町村）

　  報告様式なし,
12区市町村

, 32.4%

　  報告様式あり,
20区市町村

, 54.1%

仕組みなし,
5区市町村,

13.5%

地域課題を地域包括支援センターから区市町村へ

報告する頻度

（ｎ=包括から報告する仕組みがあると回答した32区市町村・複数回答）

27

4

1

2

0 5 10 15 20 25 30

会議開催の都度報告している

地域包括支援センター単独では解決が困難な課題が挙

がった場合のみ報告している

四半期・年度末に一度等、定期的に報告している

その他

仕組みあり, 

32区市町村, 

86.5% 
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（10）区市町村が個別ケースを選定する際の考え方・基準 

   区市町村が地域ケア会議で取り上げる個別ケースを選定する際の考え方や 

基準をたずねたところ、「地域包括支援センターで対応困難な課題を抱えるケー 

スを選定」が最も多く、続いて「地域住民等からの相談・苦情を受け関係者間 

で検討を行うべきケースを選定」及び「区市町村が課題と考えるテーマに係る 

ケースを選定」、「介護支援専門員からセンターに相談のあったケースで通常の 

支援のみではサポートが難しいケースを選定」の順であった。 

※地域包括支援センター主催の会議で取り上げるケースについて、区市町村が地域包

括支援センターと協同で選定する場合がある。本項目では、その際の考え方についても

集計しているため、（４）アの「区市町村が主催する地域ケア会議の機能」における各

機能の回答区市町村数と、本項目の回答区市町村数は合致しない。 

 

個別課題解決機能を有する地域ケア会議で取り上げる個別ケースを選定する際の考え方
（n=個別課題解決機能を有する地域ケア会議を主催している7区市町村・複数回答）

6

4

4

2

1

0

0

1

0 1 2 3 4 5 6 7

地域包括支援センターで対応することが困難な課題を抱えるケースを選定

民生・児童委員や地域住民からの相談・苦情を受け、地域包括支援センターが主体となって

高齢者等の支援を行うために、関係者間で検討を行う必要があると判断したケースを選定

地域包括支援センターが扱っているケースの中から、区市町村が特に課題と考えるテーマ

（医療と介護の連携、インフォーマルサポートとの連携、宿泊デイサービス等）に関するケー

スを選定

介護支援専門員が困難を感じ地域包括支援センターに相談があったケースで、サービス担

当者会議等における支援のみでは、介護支援専門員へのサポートが難しいと判断したケー

スを選定

介護支援専門員を支援する観点から、小規模な居宅介護支援事業所や経験の浅い介護支

援員が担当するケースを選定

ケアプラン点検の観点から、介護給付適正化システム等を活用してケースを選定

特に考え方や基準はない

その他（多様な組織や職種が関わらなければ解決できないケースを選定）
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（11）個別ケース１件当たりの検討時間 

   個別課題解決機能を有する地域ケア会議を主催している区市町村に対し、地

域ケア会議で取り上げる個別ケース１件あたりの検討時間をたずねたところ、

「60分」との回答が4割強と多く、次いで「20～30分」との回答が3割弱であ

った。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（12）地域ケア会議参加者の選定について 

   区市町村が地域ケア会議の構成員を選定する場合の考え方についてたずねた

ところ、「地域ケア会議の種類、目的、検討課題、規模等に合わせて適切なメン

バーを選定し、開催している」との回答が多かった。その他、具体的な選定方

法として挙げられた主な回答は以下のとおりである。 

 

  【地域ケア会議参加者の選定方法（主な回答）】 

・地域包括支援センター職員と区市町村担当課職員を固定メンバーとしている。他の構成員

については、扱うケースの内容に応じ、必要なメンバーを選定している。 

・介護者が精神疾患で介護サービスの導入を拒否しているような場合には、高齢福祉部門

だけではなく、障害福祉部門の職員に参加を求めている。 

・地域包括支援センターの構成メンバーを参加者とする。 

・月ごとにテーマを決め、テーマに沿った講師（弁護士・精神科医・管理栄養士・臨床心

理士・医療相談員）にスーパーバイザーとして参加いただいている。 

 

 

 

 

個別課題解決機能を有する区市町村主催の会議における
個別ケース1件当たりの検討時間

（n＝個別課題解決機能を有する地域ケア会議を開催している7区市町村)

120分,
1区市町村

, 14.3%

60分,
 3区市町村

, 42.9%

15分,
 1区市町村,

 14.3%

20分～30分,
 2区市町村,

 28.6%
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（13）当事者の出席状況について 

   個別課題解決機能を有する会議を開催している7区市町村に対し、当事者（本

人や家族）が会議に出席しているかどうかたずねたところ、6区市町村が「当事

者は地域ケア会議に出席していない」と回答した。当事者が出席していない理

由としては、「支援拒否があり本人や家族への働きかけを検討する場合が多いた

め」といった理由が挙がったほか、「当事者から相談があれば出席が可能な体制

となっている」という回答があった。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区市町村主催の地域ケア会議への当事者の出席状況
（n=地域ケア会議を主催している7区市町村）

一部のケースのみ当

事者が出席している

, 1区市町村,

 14.3%

当事者は地域ケア会

議に出席していない,

 6区市町村

, 85.7%
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（14）医療関係者やインフォーマルサポートの担い手への働きかけについて 

   医療機関関係者や、インフォーマルサポートの担い手（ボランティアやＮＰ

Ｏ等）に地域ケア会議に参加してもらうために、区市町村からどのような働き

かけを行っているかをたずねたところ、主に以下のような回答があった。 

 

 【医療機関関係者に参加してもらうために区市町村が行っている働きかけ（主な回答）】  

《働きかけの方法について》 

・区市町村担当課が電話にて依頼をするほか、直接出向いて趣旨を説明し協力を求める。 

・事前に地域包括支援センターが日程調整した上で、区から文書で正式に依頼する。 

・地区医師会に働き掛け、医師の出席を要請している。また、承諾書を提出してもらってい

る。 

・開催１ヶ月前までに区市町村担当課から各医療機関事務局宛に所定の書式を提出し、情報

を整理している。他方、医療機関事務局では、当該書式に基づき、会議開催について理事

会において報告している。 

 

《医療機関関係者が出席しやすい工夫について》 

・医療機関に出向いて地域ケア会議を開催することがある。 

・医療機関関係者の都合がつかず会議出席ができない場合、専門機関としての見解をレポー

トやメモで提出してもらう。 

・医師の参加について、地区医師会と調整し、謝礼支出の基準を作成している。 

 

《日頃からの関係づくりについて》 

・定期的に事例検討会や意見交換会を開催することによる、医療関係者との関係の構築 

・医療関係者には、医師会を通して参加依頼文を送付し、承諾書を提出してもらう。 

・保健所に相談し、医療機関係者に出席を依頼する。 

 

【インフォーマルサポートの担い手に参加してもらうために区市町村が行っている働きかけ（ 主 な 回 答 ）】  

《団体への働きかけについて》 

・地域包括支援センター職員が、まず口頭で依頼し、了解が得られた後、地域包括支援セン

ター長名の依頼文を渡す。 

・活動団体に直接出向き働きかけている。 

・自治会長が変わる等により初めて会議に出席する方がいる場合、地域ケア会議についての

説明文や出席依頼文を市から郵送する。 

 

《日頃からの関係づくりについて》 

・日々の地域包括支援センター業務や会議等を通じて関係を作った上で、働きかけを行って

いる。 

 

《インフォーマルサポートの担い手が出席しやすい工夫について》 

・地域ケア会議開催時に社会福祉協議会（ボランティア活動センター）の参加を依頼し、地

域の課題を共有する機会を作る。 

・地域ケア会議の開催に向けた、市・社協・地域包括支援センター三者での協議の実施 
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（15）地域ケア会議における個人情報の取扱いについて 

   地域ケア会議を主催している20区市町村に対し、ケース当事者の個人情報保

護のために取り組んでいることをたずねたところ、最も多いのは「参加者に対

し、口頭又は文書にて、守秘義務に関する説明・注意喚起を行っている」で、

次いで「資料には個人が特定されないよう当事者の氏名をイニシャル等で表記

する」であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  【個人情報保護のための取組としてその他に挙がった回答】 

・個人情報が記載されている配布資料があった場合は、会議上のみの使用とし、会議終了

後回収し、シュレッダー廃棄とする。 

・事例を加工した上で、地域ケア会議で取り上げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別課題解決機能を有する地域ケア会議を主催している区市町村において、
個人情報保護のために取組んでいること

（ｎ＝地域ケア会議を主催している20区市町村・複数回答）

12

9

2

0 2 4 6 8 10 12 14

参加者に対し、口頭又は文書にて、守秘義務に関する

説明・注意喚起を行っている

資料には個人が特定されないよう当事者の氏名をイニ

シャル等で表記する

参加者から、守秘義務に係る誓約書を提出してもらう
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（16）区市町村が地域ケア会議を通じて地域課題を発見した事例の有無 

   地域ケア会議を開催している（地域包括支援センターのみが主催している場

合を含む）44 区市町村に対し、実際に地域課題を発見した事例の有無をたずね

たところ、「ある」と回答したのは6区市町村であった。 

※区市町村が地域ケア会議を通じて地域課題を発見した事例をたずねたため、（４）

アの「区市町村が主催する地域ケア会議の機能」における回答区市町村数と、本項目の

回答区市町村数は合致しない。（以下の（17）、（18）も同様である。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「地域課題を発見した事例がある」と回答した区市町村が挙げた主な事例】 

・地域ケア会議を通じて、町会との間で地域の要援護者等の情報を共有するとともに、各

町会における見守り体制の現状について聞き取りを行い、課題を把握した。 

・認知症高齢者への支援を検討する中で、地域に戸建て住宅の独居高齢者が多いにもかか

わらず、住民による見守り体制が構築されていないため地域生活の継続が困難となって

いる現状が浮かび上がった。 

・自宅に風呂場がない高齢者で、近所の銭湯が廃業になったが他の銭湯まで歩けるほどの

歩行能力がないため、通所介護での入浴が必要となったケースがあった。当地域は、自

宅に風呂場がなく銭湯に通っている高齢者が多いため同様の課題が出てくることが想定

され、今後の対応を検討することとなった。 

・個別ケースの検討を行う中で、高齢者の安否確認の手法や流れのほか、消費者被害が疑

われる際の対応の整理が必要であることを認識した。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

項目 区市町村数 割合

全体（地域ケア会議を開催している区市町村） 44

ある 6 13.6%

なし 24 54.5%

無回答 14 31.8%
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（17）区市町村が地域ケア会議を通じて地域づくり・資源開発をした事例の有無 

   地域ケア会議を開催している（地域包括支援センターのみが主催している場合

を含む。）44区市町村に対し、実際に会議を通じて地域づくり・資源開発を行っ

た事例の有無をたずねたところ、「ある」と回答したのは3区市町村であった。 

 

 

 

 

 

 

【「地域づくり・資源開発をした事例がある」と回答した区市町村が挙げた主な事例】 

  ・町会から聞き取った地域の要援護者や見守り体制の情報を基に、今後各町会の見守り体制

充実に向けて取り組んでいく予定。 

・地域ケア会議の中で、各町会の見守り事例の発表を行い、区、地域包括支援センター及び

社会福祉協議会も参加して検討を行うことで、各関係者の見守りに関するモチベーション

アップを図った。 

・緊急搬送時に搬送先の医療機関に的確な情報を伝えることが必要との考え方から、地域ケ

ア会議に参加する各種団体と協議しながら、緊急医療情報シートを作成した。 

・一人暮らし高齢者の自立支援が必要であることから、家事講座開催の企画を行っている。 

 

 

 

（18）区市町村が地域ケア会議を通じて地域課題を政策形成につなげた事例の有無 

 地域ケア会議を開催している（地域包括支援センターのみが主催している場 

合を含む。）44区市町村に対し、実際に地域課題を政策形成につなげた事例の有 

無をたずねたところ、「ある」と回答したのは2区市町村であった。 

 

 

 

 

 

 

 

【「政策形成につなげた事例がある」と回答した区市町村が挙げた主な事例】 

・地域内に唯一あった夜間対応型訪問介護事業所が廃止となり、独居高齢者の見守り等に対 

する社会資源不足が地域ケア会議の中で提言された。そのため、他自治体で運営している

事業所を指定し、サービス提供できるようにした。 

・区が開催する在宅介護医療連携推進会議にて政策形成につなげている。 

 

 

項目 区市町村数 割合

全体（地域ケア会議を開催している区市町村） 44

ある 3 6.8%

なし 29 65.9%

無回答 12 27.3%

項目 区市町村数 割合

全体（地域ケア会議を開催している区市町村） 44

ある 2 4.5%

なし 31 70.5%

無回答 11 25.0%
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（19）地域ケア会議に関する自由意見（区市町村から寄せられた主な意見を抜粋） 

・ 地域ケア会議から出てきた地域課題・地域ニーズを政策形成に活かす手順や 

地域資源の活用方法について、ノウハウが不足している。 

・ 「地域ケア会議運営マニュアル」で地域ケア会議の目的や機能について記載が

あるが、より具体的で細かい例示があると良い。 

・ 個別事例の検討は必要時に随時行っているが、地域ケア会議として正式な位置 

付けを行っていないため、センター毎に地域ケア会議の考え方にバラつきが出

ている。  

・ 地域ケア会議は地域の実情に応じて実施することになっているものの、会議の 

構成員や検討内容についてある程度の基準や具体例があると分かりやすい。 

・ 現状では、ネットワーク構築機能や地域課題発見機能に多くのエネルギーを注 

いでいるが、個別課題解決機能や地域づくり・資源開発機能にも力を入れてい

きたい。 

・ 地域包括支援センターレベルの地域ケア会議で挙がった地域課題を区市町村レ

ベルの地域ケア会議の中でどのように扱うかを今後検討する必要がある。 

  ・ 地域ケア会議は、地域包括支援センターが重要な役割を担うことになるが、

今後迎える地域の超高齢化の状況を踏まえ、設置責任者である自治体の役割

を明確にし強化することが重要だと感じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 19 －

 

３ 地域包括支援センター向け調査の集計結果 
 

（１）地域包括支援センターが個別ケースを選定する際の考え方・基準 

   地域包括支援センターが地域ケア会議で取り上げる個別ケースを選定する際

の考え方・基準をたずねたところ、最も多いのは「介護支援専門員から地域包

括支援センターに相談があったケースで、サービス担当者会議等における支援

のみでは、介護支援専門員へのサポートが難しいと判断したケースを選定」で、

次いで「区市町村が特に課題と考えるテーマに関するケースを選定」、「民生・

児童委員等からの相談・苦情を受け、関係者間で検討を行う必要があると判断

したケースを選定」であった。 

   区市町村向け調査の結果と比較すると、地域包括支援センターが主催する地

域ケア会議では、介護支援専門員の支援の要素がより強いことがうかがえる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 【「その他」として挙がった回答（主な回答）】 

  ・介護保険サービスのみならず地域での見守りや協力等インフォーマルな支援が必要と思わ 

れるケースを選定 

・長期間の関わりの中で状況が膠着しているケースを選定 

・今後地域で同様の事例が起きることが想定されるケースを選定 

・多職種が集まりやすく、事例提出者のミスを指摘するような場になりにくいケースを選定 

・高齢者と精神疾患のある子どもの世帯など、支援する関係機関が多いケースを選定 

・医療機関等からの要請で、退院支援が必要なケースを選定 

・地域包括支援センターが扱っているケースで、介護保険サービス未申請で関わりが困難な

ケースを選定 

個別課題解決機能を有する地域ケア会議で取り上げる
個別ケースを選定する際の考え方（293センター・複数回答）

245

244

188

52

18

12

23

0 50 100 150 200 250 300

介護支援専門員が困難を感じ地域包括支援センターに相談があったケースで、

サービス担当者会議等における支援のみでは、介護支援専門員へのサポートが

難しいと判断したケースを選定

地域包括支援センターが扱っているケースの中から、区市町村が特に課題と考

えるテーマ（医療と介護の連携、インフォーマルサポートとの連携、宿泊デイサー

ビス等）に関するケースを選定

民生・児童委員や地域住民からの相談・苦情を受け、地域包括支援センターが

主体となって高齢者等の支援を行うために、関係者間で検討を行う必要があると

判断したケースを選定

介護支援専門員を支援する観点から、小規模な居宅介護支援事業所や経験の

浅い介護支援員が担当するケースを選定

特に考え方や基準はない

ケアプラン点検の観点から、介護給付適正化システム等を活用してケースを選

定

その他
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（２）個別ケース1件当たりの検討時間 

   地域包括支援センターが地域ケア会議において個別ケースの検討を行う際の、

個別ケース１件当たりの検討時間をたずねたところ、「50 分～60 分」との回答

が6割弱と最も多かった。 

 区市町村向け調査の結果と比較すると、ケース 1 件当たりの検討時間は、地

域包括支援センター主催の会議の方が、区市町村主催の会議よりも長い傾向が

あることがうかがえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、ケース 1 件当たりの検討時間について、上記の回答のほかに以下のよ

うな回答があった。 

 

【その他検討時間に関する回答（主な回答）】 

 ・多くの関係機関で多角的な視点から議論することが必要な場合や、初めて地域ケア会議

に参加する出席者が多い場合は、1ケース当たり2時間程度と検討時間が長くなる傾向

がある。 

・本人、家族が出席する場合、地域ケア会議の主旨や議題の内容について丁寧に説明する

とともに、高齢者に理解しやすいようゆっくりと進行し、決定事項についても何度か確

認を行うため、1ケース当たり１時間は要する。 

・1 ケース当たりの検討時間の目安を 60 分以内としているため、司会が事前に事例内容

や課題をまとめ、支援の方向性や各担当者の役割など明確になるように配慮している。 

 

 

 

地域包括支援センターが地域ケア会議で検討する
個別ケース1件当たりの検討時間（293センター)

無回答, 45センター,
15.4%

120分, 7センター,
2.4%

90分, 34センター
, 11.6%

70分, 4センター
, 1.4%

30分, 21センター,
7.2%

10分～20分,
 7センター, 2.4%

40分～50分,
14センター, 4.8%

50分～60分,
161センター,

 54.9%
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（３）地域ケア会議参加者の選定について 

   地域包括支援センターが地域ケア会議の構成員を選定する場合の考え方につ

いてたずねたところ、地域ケア会議の種類、目的、検討課題、規模に合わせて

適切なメンバーを選定し、開催しているとの回答が多かった。 

 具体的な選定方法として挙げられた主な回答は以下のとおりである。 

 

【参加者の具体的な選定方法（主な回答）】 

《参加者選定全般について》 

・地域課題発見機能や地域資源開発機能を持つ会議では参加者を固定している（町会、民

生委員、社会福祉協議会、警察、行政、保健所及び地域包括支援センター職員）が、個

別課題解決を目的とした会議ではケースの内容に応じて参加者を選定している。 

・当事者に直接関わる関係機関のみで構成される会議では、本人像や地域でのエピソード、

社会的関係等が把握できないことが多く、地域包括ケアシステムの概念に基づく支援体

制の構築ができにくい。このことから、個人情報には十分配慮しつつ、町内会、自治会

長、近隣住民及び民生児童委員の参加を常に意識している。 

 

《医療関係者の参加》 

・退院連携等に際しては、退院する病院の医療従事者（医師、ＭＳＷ、ＰＴ、ＯＴ等）や在

宅診療を担当する医療機関から出席を仰ぎ、医学的な所見を共有している。 

・個別ケースを検討する地域ケア会議は、医師の都合のつく日時に開催することが困難な場

合が多いため、あらかじめ医師に意見を求めておき、地域ケア会議の場において関係者間

で情報共有を行うなど工夫している。 

 

《その他関係者の参加》 

・警察からの相談依頼ケース（認知症ＢＰＳＤから来る110番通報）などは、行政や警察関

係機関の参加を依頼している。 

・見守りに関する会議では銭湯組合、新聞販売店、ヤクルト及び仕出し弁当組合等に参加を

依頼することもある。 
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（４）当事者の出席状況について 

   地域包括支援センターが個別ケースの検討を行う際、当事者（本人や家族）

が会議に出席しているかどうかたずねたところ、6割強が「一部のケースのみ当

事者が地域ケア会議に出席している」と回答し、「全てのケースで当事者が出席

している」と回答したのは1割に満たなかった。 

   区市町村向け調査の結果と比較すると、地域包括支援センターが主催する地

域ケア会議の方が、当事者が出席する場合が多いことがうかがえる。 

   当事者が出席していない理由としては、区市町村調査と同様、「支援拒否があ

り本人や家族への働きかけを検討する場合が多いため」や「本人や家族を交え

る前に、関係者間で支援の方向性について意思統一を図る必要があるため」、「本

人に精神障害や身体的な障害があり、長時間の会議に参加することが困難」と

いった理由が挙がり、「必要があれば当事者の参加も検討する」との回答もあっ

た。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別課題解決機能を有する地域包括支援センター主催の地域ケア会議への
当事者の出席状況（293センター）

全てのケースで当
事者が出席してい

る,
10センター

, 3.4%

当事者は地域ケア
会議に出席していな

い,
73センター, 24.9%

一部のケースのみ
当事者が出席して
いる, 182センター

, 62.1%

無回答,
28センター

, 9.6%
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（５） 医療関係者やインフォーマルサポートの担い手への働きかけについて 

   医療機関関係者や、インフォーマルサポートの担い手（ボランティアやＮＰ

Ｏ等）に地域ケア会議に参加してもらうために、地域包括支援センターからど

のような働きかけを行っているかたずねたところ、主に以下のような回答が挙

がった。 

 

【医療機関関係者に参加してもらうために地域包括支援センターが行っている働きかけ（主な意見）】

  《働きかけの方法》 

・医師会及び歯科医師会に対して、区市町村所管課から文書にて年度初めに通知をしてい

る。 

・区の担当職員や医師会などの助言を受けながら、医師会会長や副会長、各支部長へ直接

訪問し挨拶や経緯の説明などを行なった後、会議の案内文を送付する。 

・事前に地域包括支援センターの担当職員が、医療機関に出向き、会議の主旨説明を行う。 

・地域包括支援センターのケアマネジャーからの依頼に加えて、区市町村の看護師等職員

からも働きかけてもらう。 

・医師に会議の参加を依頼する際は、直近で開催した地域ケア会議の内容や参加者につい

て情報提供を行うとともに、医師会役員も参加している事をそれとなく伝えている。 

・会議目的の設定の際、医療関係者が、地域ケア会議への参加にメリットを感じてもらえ

るよう工夫している。 

 

《医療機関関係者が出席しやすい工夫》 

・医療機関の方に参加を依頼する場合は、診療時間に配慮する。不参加であれば事前に訪

問して意見を収集する。 

・担当地域の医療機関を訪問し、医師にとって参加可能な時間や曜日についての聞き取り

を行った上で、日程調整を行う。 

 

《日頃からの関係づくり》 

・個別のケースでの関わりをきっかけに病院への挨拶訪問を行うほか、事業紹介のためセ

ンター便りを送るなど顔の見える関係づくりに努めている。 

・退院支援を通じて病院ＭＳＷと日頃から良好な関係性を築いているため、地域ケア会議 

開催時にはＭＳＷの協力を求める。 

・地域包括支援センター内の医療担当者が中心になって、医療機関との連携会議や交流会

を開催し、顔の見える関係づくりに努めている。 

・地域で窓口となる医師との間で継続的に話し合いを行い、医療機関側が協力できること

や限界点などを探りつつ、少しずつ共通認識を持つようにしている。 

・地域包括支援センターが発行しているお便りに地域の医療機関を紹介したり、それを持

参しながら困った事例がないか医療機関に聞き取りを行い、顔の見える関係を構築して

いる。 
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【インフォーマルサポートの担い手に参加してもらうために区市町村が行っている働きかけ（主な意見）】 

《団体への働きかけ》 

・地域に多様なボランティア団体・ＮＰＯがあるため、参加依頼先の選定やその根拠を地域

包括支援センター内でまず協議している。その上で団体と何度か話し合い相互に共通認識

を持った上で取り組んでいる。 

・インフォーマルサポートの担い手に対して会議への参加依頼をする前に、区市町村の担当

課と地域包括支援センターとでその団体の参加について協議を必ず行う。 

・区市町村担当課から団体に依頼をしてから、地域包括支援センター職員が依頼文を持参し

て訪問し、今後の会議の趣旨説明を行う。 

・地域包括支援センターの管理者が団体を訪問し、管理者名の依頼文により参加を依頼する。

必要に応じて区市町村職員の協力を依頼する。 

・専門職の会議に出席することにためらう団体・住民も多いので、日頃の感謝とねぎらいを

伝え、気持ちよく参加してもらえるように働きかける。 

・地域の高齢者を支援したい気持ちが強い団体が多いので、参加依頼に当たって困ることは

ほとんどない。 

 

《日頃からの関係づくり》 

・インフォーマルサポートについては、先方の定例会に地域包括支援センター職員が定期的

に参加しており、活動の実態を把握するとともに、運営上の相談を受けている。こうした

日常的な関係づくりをもとに地域ケア会議への参加を働きかけている。 

・出前講座を活用し、地域包括支援センターの役割を積極的に地域にＰＲすることで、イン

フォーマルサポートの担い手との関係づくりにつなげている。 

・地域ケア会議参加を依頼する際は、社会福祉協議会に仲介に入っていただく。 

 

《参加に当たっての工夫》 

・地域のボランティア団体が地域ケア会議に参加するに当たっては、毎月開催の市全体会議

において、団体紹介の時間を設けて関係者への周知を行っている。 
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（６）個人情報の取扱いについて 

    地域包括支援センターが地域ケア会議で個別ケースを検討する場合、ケース

当事者の個人情報保護のために取り組んでいることをたずねたところ、最も多い

のは「参加者に対し、口頭又は文書にて、守秘義務に関する説明・注意喚起を行

っている」で、次いで「参加者から、守秘義務に係る誓約書を提出してもらう」

であった。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他個人情報保護のための取組として挙がった回答】 

・個人情報が記載されている配布資料があった場合は、会議上のみの使用とし、会議終了後

回収し、シュレッダー廃棄とする。 

・事例を加工した上で、地域ケア会議で取り上げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括支援センターが地域ケア会議で個別ケースを検討する場合

個人情報保護のために取組んでいること（293センター・複数回答）

227

174

22

62

16

0 50 100 150 200 250

参加者に対し、口頭又は文書にて、守秘義務に関する説

明・注意喚起を行っている

参加者から、守秘義務に係る誓約書を提出してもらう

資料には個人が特定されないよう当事者の指名をイニ

シャル等で表記する

その他

無回答
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（７）地域包括支援センターが地域ケア会議を通じて地域課題を発見した事例の有無 

   地域包括支援センターが地域ケア会議における個別ケースの検討を通じて、

実際に地域課題を発見した事例の有無をたずねたところ、「ある」と回答したの

は76センターであった。 

   

 

 

 

 

 

 

 

【「地域課題を発見した事例がある」と回答したセンターが挙げた主な事例】 

・認知症の高齢者を見かけて異変を感じでも、声をかけたり見守りを行ったりする体制が地 

域にできていないという課題が挙がった。 

・会議の中で、「どのような地域に住みたいか」をテーマに地域住民と意見交換をした結果、

「見守り隊を作りたい。」「サロンを作りたい。」といった意見が多く出され、住民の地域

づくりへの意識の高さを実感した。 

・介護予防事業のプログラムを受けた後の適切な通いの場が少ないことが明らかになった。 

・認知症の独居高齢宅へ悪質商法の業者が訪問していたケースを検討する中で、高齢者が多

く住む閑静な住宅街であるためか、他にも悪質な業者が夜間に高齢者宅を訪問していると

いうことを把握できた。 

・地域内の都営住宅の高齢化率が 45%と高く、独居の認知症高齢者の異変に関する気付き・

相談等が多く挙げられたため、認知症の人を地域で見守る体制づくりを検討することとな

った。 

・若年性認知症のケースを検討する中で、デイサービスでは受入れに不安が多く、かつ地域

に若年性認知症の受け皿となるサービスがないことが明らかになった。 

・本来支援が必要なのにも関わらず事態が悪化してから発見されセンターにつながったケー

スを検討する中で、「本来支援が必要な方ほど自ら支援を求める力がなく、相談につなが

らない。」という課題が浮かび上がった。 

・集合住宅団地に住んでいる高齢者で身寄りがなく収入も少ない独居の方と地域住民との間

のトラブルが、他の地域でもみられることが分かり、地域の課題としてケースを捉えるよ

うになった。 

・民生委員から、「買い物に不便を感じる高齢者からの相談が多い。」という話が挙がったた

め、他の関係者からも地域の実情について聞き取りを行い、実態を把握した。 

・商店が少なく生活に不便との声が聞かれた地域について、どのくらい不便かを職員が実際

に歩くことで検証し、何が必要か確認した。 

・家族への介護負担が増大しているケースから、介護者の集える場が地域にないという課題

を抽出した。 

・定年後の男性が地域と関わりを持たず自宅に閉じこもって認知症を患ってしまったケース

を踏まえて、地域と関わりのない男性高齢者の居場所が必要であることが話し合われた。 

・地域住民の中には、「見守り」というと何か特別な援助をしなければならないと捉えてい

る人が多いことが分かり、日常生活の中で負担なく行える見守りもあることを伝えていく

必要があると分かった。 

項目 センター数 割合

全体（「個別ケース選定の考え方・基準」に回答のあったセンター） 293

ある 76 25.9%

なし 201 68.6%

無回答 16 5.5%
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（８）地域包括支援センターが地域ケア会議を通じて地域づくり・資源開発をした事例の有無 

   地域包括支援センターが実際に地域ケア会議を通じて地域づくり・資源開発を

行った事例の有無をたずねたところ、「ある」と回答したのは 50 センターであ

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「地域づくり・資源開発をした事例がある」と回答したセンターが挙げた主な事例】 

・認知症の方の見守りの協力店舗を記載した「見守り支え合いマップ」を作成し、協力店舗が異

変に気付いた場合にセンターや警察に連絡する体制を整えた。 

・地域住民の意向を踏まえ、既存の見守りネットワークを活用し、高齢化が進む集合住宅で見守

り隊を結成、定期的に高齢者を見守ることとした。また、地域包括支援センター内の一室を開

放して、介護予防の視点から体づくりをねらいとした「体操サロン」を開設した。 

・介護予防事業のプログラム終了後も、参加者が地域とのつながりや介護予防に対する意識付け

を継続させられるよう「料理会」を開催した。 

・悪質商法の業者が夜間に地域の高齢者宅を訪問しているとの情報を基に、被害防止のため自治

会長から警察に依頼して地域のパトロールが強化された。 

・認知症高齢者が生活しやすい地域づくりのため、近隣の小学校を対象とした認知症サポーター

養成講座を実施するとともに、認知症の理解と支援の仕方等について地域の関係者間で意見交

換を行うとともに顔の見える関係づくりを強化した。その結果、認知症高齢者をコンビニ店員

が自宅まで送り届けたり、心配な高齢者について薬局から相談が入るなど、問題の早期発見・

早期対応がしやすくなった。 

・地域ケア会議の中で「まちなかサロン」の取組と成果の紹介を行った。その内容を踏まえ、集

いの場が必要と思われる集合住宅の集会室に、医療・福祉の相談ができる人員を配置したサロ

ンを開設することができた。 

・地域の中で孤立死が続いたため、地域の関係者と協議の上、緊急対応時に役立つ「緊急あんし

んカード」を作成した。 

・地域ケア会議で地域のネットワークを作る中で、大学生のボランティアサークルから「自分た

ちにできる活動はないか」という投げかけがあり、大学生による傾聴ボランティアの取組が始

まった。 

・地域見守り活動を行う団体のメンバーに地域ケア会議に出席してもらい、活動事例や効果につ

いて発表してもらうことで、一人暮らし高齢者の多い他の地域の関係者に見守り活動への参加

意欲を喚起することができた。 

・買い物難民が多いと指摘された地域について、スーパーマーケットの移動販売車の運行を検討

している。 

項目 センター数 割合

全体（「個別ケース選定の考え方・基準」に回答のあったセンター） 293

ある 50 17.1%

なし 233 79.5%

無回答 10 3.4%
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（９）地域ケア会議に関する自由意見（地域包括支援センターから寄せられた主な意見） 

・ 地域の課題を抽出するための具体的な手順を知りたい。 

・ 個別ケースの課題分析を積み重ねることで地域課題の発見を行い、地域づく

り・資源開発につなげていくという道筋が漠然としていて理解しづらい。 

・ 個別ケース検討のためのカンファレンスやケアマネ支援の担当者会議等は日々

行っているが、国が示している「地域ケア会議」の定義があいまいであるため、

いざ開催しようとすると悩んでしまい、開催に至らない場面が多い。 

・ 地域包括支援センターごとに地域ケアシステムの構築や地域ケア会議開催につ

いての考え方に相違が出ないよう、行政が主体となって考え方を明らかにして

ほしい。 

・ 「地域ケア会議」という言葉が独り歩きして、あたかも新たな会議体を開催し

なければいけないような印象を与え、現場が混乱している印象がある。 

・ 地域包括支援センターが行う地道な活動の 1 つ 1 つが地域づくりにつながって

いるので、「メンバーを集めて地域ケア会議を開くこと」自体が目的にならない

よう留意している。 
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第２章 東京都における地域ケア会議の効果的な運営に向けた視点について 

 
１ 東京都における地域ケア会議の望ましい姿について 

 (1) 国における地域ケア会議の定義について 

   地域ケア会議の定義は、「地域ケア会議運営マニュアル」（平成 25 年 3 月一

般社団法人長寿社会開発センター発行）に、「地域包括支援センターまたは市

町村が主催し、設置・運営する『行政職員をはじめ、地域の関係者から構成

される会議体』」と規定されている。 

   また、平成 25 年 3 月 29 日に発出された国課長通知「地域包括支援センタ

ーの設置運営について」では、その目的を、個別ケースの支援内容の検討を

通じた「自立支援に資するケアマネジメントの支援」、「地域包括支援ネット

ワークの構築」及び「地域課題の把握」にあるとしている。その上で、地域

ケア会議を、「高齢者個人に対する支援の充実を図るとともに、それを支える

社会基盤の充実を図るための一つの手法」と位置付け、①個別課題の解決、

②地域包括支援ネットワークの構築、③地域課題の発見、④地域づくり・資

源開発、⑤政策の形成の５つの機能を持つとしている。 

 

 (2) 都における地域ケア会議の望ましい姿を明らかにする必要性について 

   第１章のアンケート調査結果にあるとおり、地域ケア会議は、都内区市町

村において地域の実情に応じて様々な手法で開催されている。一方、複数の

区市町村から、「国が示す地域ケア会議の目的や機能が分かりにくい」といっ

た声や、「個別課題を地域課題の発見や地域づくり、政策形成につなげるため

の具体的なプロセスが分からない」と言った意見も寄せられている。そこで、

国の定義を踏まえ、効果的に会議を開催するに当たり、都における望ましい

地域ケア会議の姿を本章１(3)で明らかにする。 

   また、地域ケア会議の目的の一つである利用者の「自立支援」と、検討の

出発点である「個別ケース検討」の考え方について、区市町村間で解釈の違

いが生じている状況も見受けられるため、まず、「自立支援」と「個別ケース

検討」の考え方について整理する。 

 

  ア）自立支援について 

    「自立」とは、「人が要支援・要介護状態になっても、可能な限りできる

範囲で、可能な限り自分らしい生活を営むこと、自分の人生に主体的・積
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極的に参画し自分の人生を自分自身で創っていくこと1」と定義付けること

ができる。つまり、何らかの援助を受けながらも、自分らしく生きていく

ことが「自立」において何より重要な要素であり、そのための支援が「自

立支援」である。よって、本人の意思を無視して「サービスありき」の支

援や「状態の改善」を強要する支援を行うことは適切でない。 

  イ）個別ケース検討について 

    個別ケースを検討する地域ケア会議は、地域包括支援センターが開催し、

当事者である「本人」を中心に総合的なアセスメントを行った上で、その

人に合った支援方法を地域関係者で丁寧に検討する場である。したがって

検討の対象は、本人への支援に関わる総体的な内容であり、ケアプランに

限定されないこと、また、介護支援専門員、保健・医療・福祉の専門職、

民生委員、地域住民等の地域関係者が同等の立場で協働する場であり、決

して特定の職種等が一方的に指導される場にしてはならないことに留意す

る必要がある。 
    また、個別ケースを検討する会議としては、「サービス担当者会議」があ

るが、本会議は、ケアマネジメントの一環として、介護支援専門員が主催

して行うものであり、地域包括支援センターが開催する地域ケア会議とは

別個の位置付けである。しかしながら、サービス担当者会議で解決が困難

なケースについては、地域ケア会議を活用して、地域関係者の視点で、よ

り良い支援方法を検討することが有効であり、両会議は連携して行われる

ことで、大きな効果を発揮するものである。 
    なお、地域ケア会議で取り上げる個別ケースの選定の考え方については、

第２節で後述する。 
 

 (3) 東京都における地域ケア会議の望ましい姿について 

   上記の考え方も踏まえ、東京都における地域ケア会議の望ましい姿につい

て、以下のとおり整理した。 

 ❶ 地域ケア会議は、高齢者が住みなれた地域で尊厳を保持しその人らしい

生活を送ることができるよう、質の高いケアマネジメントの実現による高

齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備を進めてい

く会議体の総称であり、地域包括ケアシステムの実現を目指す有効な手法

                                                  
1 東京都「保険者と介護支援専門員が共に行うケアマネジメントの質の向上ガイドライン」   
  原典：佐藤信人「ケアプラン作成の基本的考え方」中央法規出版株式会社 2008 年、10 頁 
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の一つである。 

 ❷ 地域ケア会議には、①個別課題解決、②ネットワーク構築、③地域課題

発見、④地域づくり・資源開発、⑤政策形成の５つの機能があり、１つの

会議に５つの機能全てを盛り込むのではなく、複数の会議体を組み合わせ

ることにより、全体として５つの機能を果たす。 

 ❸ 検討の出発点となる「個別ケースを検討する地域ケア会議」は、当事者

である「本人」を中心に総合的なアセスメントを行った上で、その人に合

った支援方法を地域関係者で丁寧に検討する場であり、ケアプランに限定

した検討を行う場ではない。また、本人の意思を無視して状態の改善に偏

重した検討を行うことのないよう十分留意する必要がある。 

 ❹ 明らかになった地域課題を、地域包括支援センターから区市町村に提示

する仕組みが整備されており、提示された地域課題は地域づくり、資源開

発、政策形成へとつながっている。さらに、政策を実行する過程で生じた

個別もしくは地域の課題は、あらためて地域ケア会議で検討が行われるこ

ととなり、政策形成から個別課題解決へと機能は循環する。 

 ❺ 地域包括ケアシステムは、地域ケア会議の開催のみで実現するものでは

なく、地域の様々な会議体や取組と連携して、初めて実現につながるもの

である。区市町村は、目指すべき地域包括ケアシステム像を明確にし、そ

の実現に向けた地域ケア会議のあり方を検討する必要がある。 

   地域ケア会議の全体構成のイメージは図１のとおりである。 
   なお、地域ケア会議は、各区市町村の高齢者人口数、地域包括支援センタ

ー設置数等、地域の実情に応じて様々な形態で行われるものであり、必ずし

も本イメージ図に縛られるものではない。 
また、新たに会議体を立ち上げなくとも、既存の会議が有している機能を

整理することで、地域ケア会議と位置付けることは十分に可能であり、その

際、地域ケア会議としての位置付けが明確であるならば、名称にこだわる必

要はない。 
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図１ 東京都における「地域ケア会議」の全体構成イメージ 
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２ 地域ケア会議の効果的な運営に向けた視点について 
  次に、地域ケア会議の５つの機能に沿って、効果的に会議を運営する視点は

以下のとおりである。 

 (1) 個別課題解決機能 

先に述べたとおり、個別ケースの検討を行う地域ケア会議は、当事者であ

る「本人」を中心に総合的なアセスメントを行った上で、その人に合った支

援方法を地域関係者が丁寧に検討する場である。特定の職種等を一方的に指

導するような進行は適切ではなく、ケアプランに限定した検討を行う場では

ない。さらに、本人の意思を十分に踏まえないで、「状態の改善」のみに偏重

した検討を行う場ではないことに十分留意する必要がある。 

したがって、会議は、原則として本人や家族が出席し、本人と関係のある

地域住民や団体、支援に必要な専門職等を中心に構成することが望ましい。

ただし、支援を拒否しているケースなど、本人や家族が参加しない方が良い

場合もあるため、ケースに応じて最も適切な参加者を選定する必要がある。

その場合であっても、徐々に本人が参加できるように、働きかけや支援を行

うことが肝要であり、当事者の参加を如何に促していくか工夫が必要である。 

また、会議で検討する個別ケースは、介護支援専門員、介護サービス事業

者、民生・児童委員、地域住民など地域の関係者が共通して支援に困難を感

じている事例を対象とすることが望ましい。この場合、介護保険のケアプラ

ンを作成するケースに限定せず、例えば、屋内にごみが大量に放置されてい

る事例や、近隣から孤立し見守りが必要な事例など、地域の力による支援が

必要なケースも積極的に対象とする必要がある。2 

なお、介護支援専門員が事例提出者となる場合、ケアマネジメントの質の

向上分科会のまとめである「保険者と介護支援専門員が共に行うケアマネジ

メントの質の向上ガイドライン(平成 26 年 3 月東京都福祉保健局発行)」掲載

の「リ・アセスメント支援シート」によりアセスメントの再確認を行い、「ケ

アマネジメントの課題整理シート」により地域に不足する資源を把握した上

で会議に臨むことは、自己点検につながり、ケアマネジメントの質の向上の

観点から有効である。 

                                                  
2 ただし、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成 17 年法律第 124

号。以下「高齢者虐待防止法」という。）」に基づく高齢者虐待対応の個別ケース会議（高齢者虐

待防止法第９条１項及び第１６条）の代替として、地域ケア会議を開催することは適切ではない。

したがって、終結していない高齢者虐待事例を対象としてはならないことに十分留意すべきであ

る。 
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 (2) ネットワーク構築機能 

   個別ケースの検討や情報交換・意見交換の場づくり等を通じて、地域関係

者（地域住民、医療・介護・福祉の専門職、関係団体等）のネットワークが

構築される。地域関係者が一堂に会し、支援内容や地域課題を検討すること

は、互いの顔と名前と役割を知り、新たな繋がりが生まれるという意味でネ

ットワーク構築に欠かせない第一歩となる。 

   一方、地域では、医療職や介護職が会議に参加することが困難であったり、

多職種で検討を行う際、互いの専門用語が障壁となり、相互理解がなかなか

進まないという問題もある。 
   そこで、区市町村は、地域ケア会議への医療職等の参加を促すため、地区

医師会及び介護事業者団体等に協力を依頼するとともに、医療・福祉の専門

用語の共通理解を深めるためのツール（例えば、用語集など）を作成するな

ど、多職種連携を推進する取組を実施することが望まれる。また、社会福祉

協議会、ＮＰО法人やボランティア団体等と連携して、インフォーマルサー

ビスをどのように提供していくかを検討することも重要である。 
   地域包括支援センターにおいても、担当圏域内の様々な団体・資源につい

て十分に把握し、個別支援について、必要な場合に連携が取れるよう日頃か

ら顔の見える関係を構築しておく必要がある。特に、地域包括ケアシステム

の主役は地域住民であるという視点を大切にし、町会・自治会、老人クラブ、

マンション管理組合等との関係づくりに努め、地域ケア会議への住民参加を

促進することが重要である。 
 
 (3) 地域課題発見機能 

   個別ケースの検討を積み重ねる中で、地域に不足している資源やサービス、

連携が不十分な職種や機関、深刻化が予測される地域の課題が明らかになっ

てくる。このような「地域課題」は、地域ケア会議のみならず、地域包括支

援センターが日々の業務を行う中で、総合的に把握すべきものである。 
先に述べたとおり、個別ケースを検討する地域ケア会議は、当事者である

「本人」に合った支援方法を多職種で丁寧に検討する場であり、地域課題は、

その二次的な結果として抽出されるものである。よって、地域課題の発見の

ためだけにケース検討を行うことは本来の目的ではないこと、また、地域ケ

ア会議で検討するすべての個別課題が地域課題につながるわけではないこと

に十分留意すべきである。 
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   なお、明らかになった地域課題は、地域包括支援センターから区市町村に

提示されることが何より重要であり、区市町村は、そのための仕組みを整備

する必要がある。さらに、地域課題を関係者間で共有できる仕組みをつくる

こと、地域住民に明らかにしてくことも重要であり、地域包括支援センター

は区市町村と連携して、これらの取組を推進する必要がある。 
   地域課題を発見するための視点としては、表１のようなツールが研修資料

として国から示されている。 
 

表１ 地域の課題発見シート 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（平成 25 年度地域ケア会議実務者研修企画委員会作成） 

 
 (4) 地域づくり・資源開発機能及び政策形成機能 

   地域課題は、日常生活圏域内で解決可能な課題から、区市町村全域での検

討が必要な課題もあるため、そのレベルに応じて、地域包括支援センター又

は区市町村が地域ケア会議を設置し、解決策の検討を行う。 
 
  ア）圏域単位の地域ケア会議での検討 

抽出された地域課題が、地域包括支援センターの担当圏域内で解決でき

るレベルのものである場合は、地域包括支援センターが区市町村と協力し

■地域課題の発見にあたっては、以下の視点を参考にしてください。 
 ①地域に共通する課題は何か（地域の共通課題） 
 ②それを裏付ける情報やデータはどのように取得するか（根拠データ） 
 ③その課題の解決にはどのような方法が考えられるか（解決策） 
 ④地域包括支援センターでできることは何か、できないことはどれか（限界の認識） 
 ⑤どのような人や組織と連携するか（連携先） 

■上記の作業を通じて、区市町村に報告（提言）すべきことは何か（地域課題や解決策等）

①地域の共通課題 ②根拠データ ③解決策
④センターの
限界（○△×）

⑤連携先
市町村への
報告・提言
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て圏域単位の地域ケア会議を開催し、解決に向けた検討を行う。その際、

地域包括支援ネットワークを構成する関係機関と連携して、インフォーマ

ルサービスや地域見守りネットワーク等、地域に必要と考えられる資源を

開発していくことが望まれる。 
 

  イ）区市町村単位の地域ケア会議での検討 

    地域包括支援センターの担当圏域を越えた広域的な課題、もしくは地域

包括支援センターでは解決が困難で区市町村による取組が必要な政策的な

課題の場合は、区市町村が地域包括支援センター等の協力を得ながら区市

町村単位の地域ケア会議を開催し、地域課題の背景を踏まえ、解決に向け

た検討を行う。 
    検討した結果は、総合計画や高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画等

に反映して、地域住民に明らかにしていくとともに事業化につなげていく。 
 
３ 地域ケア会議の効果的な開催に向けた区市町村の役割について 

 (1) 地域ケア会議の明確化 

区市町村は、地域包括支援センターが行う事業の責任主体であり、委託を

している場合であっても、その運営に積極的に関与しなければならない。特

にセンターが開催する「個別ケースを検討する地域ケア会議」は、検討の積

み重ねを通じて地域課題を明らかにし、政策形成につなげていくという、い

わば「地域ケア会議の出発点」とも言うべき重要な位置付けを持つため、セ

ンター任せにすることなく、区市町村の方針を示した上で開催する必要があ

る。具体的には、個別ケース選定の考え方、参加者選定の考え方、会議進行

上の留意点等を、委託方針に盛り込むなど明文化して提示すること、開催に

当たっては地域包括支援センターに協力するとともに、区市町村内の関係部

署や社会福祉協議会等の関係機関・団体にも協力を呼びかけるといった取組

が求められる。 

また、区市町村は、目指すべき地域包括ケアシステム像を明確にし、その

実現に向けた地域ケア会議のあり方（会議体の全体構成・機能、地域課題を

提示する仕組み、等）を検討する必要がある。その際、地域ケア会議に限定

せず、地域の様々な会議体（例：センター運営協議会、居宅介護支援専門員

連絡会、住民懇談会等）と連携する中で地域包括ケアシステムを実現してい

くという俯瞰的な視点を持つことが重要である。その上で、それぞれの会議
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体の位置付けを「見える化」した全体像を描き、センター及び関係団体と共

有すると、地域ケア会議及び地域包括ケアシステム構築に関する共通認識を

深めることができ、有効である。（地域包括ケアシステム構築に向けた会議体

の全体像のイメージについては、図２を参照。） 

さらに、それぞれの段階の地域ケア会議で検討した事項が、より上位に位

置する地域ケア会議に報告され、情報共有されることで、最終的に区市町村

の政策形成につながっていく「流れ」を工夫して作ることが重要であり、区

市町村にはその全体の流れを見渡すことが求められている。 

 

図２ 地域包括ケアシステム構築に向けた会議体の全体像イメージ（国分寺市

作成資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 地域包括支援センターの機能強化 

都内の地域包括支援センターの設置数は 391 箇所であり、このうち委託型

のセンターは 368 箇所と全体の約 94％を占めている（平成 25 年 12 月 1 日時

点）。このように、委託型のセンターが圧倒的多数を占めている現状を踏まえ、

センターの機能強化に向けては、事業の責任主体である区市町村との連携を

一層緊密にすることが何より重要と言える。 

例えば、区市町村のセンター主管部署もしくは基幹的機能を担うセンター

に管内の複数のセンターを統括しサポートする専任の職員を配置し、各セン
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ターの事業の実施状況と課題を把握し、困難ケースや地域の関係機関とのネ

ットワーク構築等について専門的な見地から指導・助言を行うとともに、連

絡調整会議の開催やスキルアップに資する研修等を行うことで、センターの

機能強化を図ることが可能となる。その際、地域ケア会議の開催支援を、実

地指導又は研修等により行うことが、地域ケア会議の効果的な開催に向けた

取組として重要である。 

都は、上記のような、センターを機能強化する取組の推進に向けて、平成

26 年度から「機能強化型地域包括支援センター設置促進事業」を実施するの

で、区市町村においては積極的な活用を検討していただきたい。 

 

なお、都は、広域自治体として、都内区市町村の地域ケア会議の開催状況

の把握に努めるとともに、区市町村職員及び地域包括支援センター職員を対

象とした研修等の場を通じて、先駆的な事例の紹介や地域ケア会議に関する

意見交換の場を設けるなど、地域ケア会議の効果的な運営に向けた支援を継

続的に行っていく。 
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第３章 地域ケア会議の実践例について 
 
 本章では、第２章で示した「東京都における地域ケア会議の効果的な運営に向け

た視点」を踏まえ、地域ケア会議を効果的に実施している３事例を紹介する。 

 事例の紹介に当たっては、各事例の取組のポイントを挙げた上で、平成２６年３

月２６日に都が開催した「東京都地域ケア会議研修」における講義及び事例発表の

ために作成された資料を掲載する。 

 
 
 
１ 立川市における地域ケア会議の取組のポイント 
 

 
○ 立川市の地域ケア会議は、①随時開催される個別ケースレベルの個別支援

会議、②各地域包括支援センター主催で２か月に 1 回行われている担当圏域

レベルの小地域ケア会議、③基幹型地域包括支援センター主催で毎月 1 回行

われる、市全域レベルの立川市地域ケア会議という３層構造で構成されてい

る。 

   

○ また、地域包括支援センター運営協議会に地域包括支援センター職員が参

加し、活動報告を通じて政策形成へと向かう連携体制を構築しており、全体

として４層構造の体制を構築している。 

 

○ 上記会議の開催に、地域のサービス事業所間の連絡会議、各種研修会の開催 

及び社会福祉協議会の活動と連携した地域の住民活動とのネットワーク構築

等を組み合わせて総合的に取り組むことによって、地域包括ケアシステムの

実現を目指している。 
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●地域概況 

 立川市は、東京都のほぼ中央、多摩地
域にあります。市域の南側には多摩川が、
北側には玉川上水の清流が流れ、地形は
平坦です。業務核都市として商業・業務
機能の整備が進み、JR立川駅徒歩圏内に
国営昭和記念公園や自治大学校もありま
す。市域の北部は都市農業や武蔵野の雑
木林など緑豊かな地域を形成しています。 
 

人口  １７８，４５６人 

●高齢化率 

  ６５歳以上 ２２．０％ 

  ７５歳以上  ９．９％ 

～自治体の概要～ 

東京都立川市 

有数の生産量を誇る立川うど 

立川市キャラクター・くるりん 

国営昭和記念公園         2013年9月現在 2 

 

 

地域ケア会議の運営について 

～地域実践を踏まえた課題と構想～ 
 

 
立川市南部西ふじみ地域包括支援センター 

山本 繁樹 

東京都地域ケア会議研修 
～東京における「地域ケア会議」の効果的運営に向けて～ 

２０１４年３月２６日（水） 
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4 

はごろも包括 

第1地区民児協 
第2地区民児協 

第3地区民児協 

第4地区民児協 

第5地区民児協 

第6地区民児協 

立川市における日常生活圏域６エリアの設定と地域包括支援センターの整備状況 

ふじみ包括・基幹 

たかまつ包括 

さいわい包括 

かみすな包括 

わかば包括 

・市内６ヶ所の地域包括支援センターの
配置 (市内人口約１７万８千人に対し、
６圏域の生活圏域の設定） 

・生活圏域の地区割は地区民生委員協
議会の地区割りと同一（地域福祉推進と
の連携） 

・６ヵ所の地域包括支援センターにプラス
して、住民に身近な相談窓口を強化す
るため、相談窓口機能を担う福祉相談
センター(ブランチセンター)を３ヵ所増配
置。 

・社会福祉協議会運営のふじみ包括セン
ターを基幹センターとして設置して、全体
のネットワーク構築を推進 

社協の地域福祉コーディネーター 

行 政 
(立川市) 

民児協と地域包括支援センターの区域を統一 

各種行政計画 
協働・支援 

4 

立川市の位置 

【面積】 
 24.38平方キロメートル 
 

【交通】 
 東京都の東西を結ぶＪＲ中央線が走り、東京駅
から立川駅までの距離は37.5キロメートル。 
 また、立川駅にはＪＲ青梅線、ＪＲ南武線が乗り
入れているほか、多摩モノレールが南北に走り、バ
ス路線も網の目のように近隣市との間を結んでいま
す。 
 交通不便地域を補完する市民バス「くるりんバ
ス」が、市内3ルートで運行しています。 

3 
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行政・社会福祉協議会・地域包括支援センター
の協働によるシステム構築 

地 域 福 祉 
コーディネーター 

配  置 

立川市地域福祉計画 立川市社協地域福祉活動計画 

   ～誰もが安心して楽しく 
      幸せに暮らせるまち立川～ 

協働し、参加し、自らつくるまちづくり 
～すべての人がいきいきと 
     暮らす地域をめざして～ 

社会福祉協議会 
地域あんしんセンターたちかわ 

市民活動センターたちかわ 

民生委員・児童委員 自治会 

企業 学校 

支え合いサロン 

・福祉保健 
・生涯学習 
・子育て 
・環境・・・  
・各種行政計画   

協働       

協 働 推 進 

住民主体のネットワーク構築 

専門機関のネットワーク構築 

地域包括支援センター 

行政 ＮＰＯ団体 

ボランティア 

6 

●6生活圏域は地区民生委員協議会
の担当エリアと一致。 

●地域包括支援センター担当圏域、
行政の地域担当エリア、社会福祉
協議会の地域担当エリアも一致 

●6生活圏域エリアの担当職員・関
係者が明確になり、互いに相談・
連携がしやすい体制の構築 

 

 
 

 
～日常生活圏域設定上の工夫～ 

 

5 
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地域ケア会議の立体構造 

地域ケア会議(市全域レベル） 

小地域ケア会議(担当圏域レベル) 

 
個別支援会議(個別ケースレベル) 

 

地域包括支援センター
運営協議会 

保険者・ 
基幹センター 
レベル 

地域包括 
支援センター 
レベル 

8 

地域ケア会議の構想 

1.市全域レベル、生活圏域レベル、個別
ケースレベルの３層構造の地域ケア会議
による地域課題の共有と地域ネットワー
クの構築 

 

2.介護支援専門員連絡会・研修会、サービ
ス事業者連絡会、センター業務別連絡会
等の実施によるケアマネジメント基盤の
構築支援との組み合わせ 

7 
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毎月開催の市域全体の 
地域ケア会議・参加団体一覧 

• 地域包括支援センター・福祉相談センター 
• 高齢福祉課・介護保険課・健康推進課 
       （※各課管理職、係長、担当職員） 
• 東京都多摩立川保健所（地区担当保健師） 
• 社会福祉協議会(権利擁護担当、市民活動・地域福祉担当) 
• シルバー人材センター（家事援助コーディネータ－） 
• 消費生活センター（相談員） 
• 市内６病院（ソーシャルワーカー・地域連携室看護師等） 

 
※会議冒頭に地域の新規社会資源紹介の時間を設けて、市内外に新規開設

した介護･医療事業所・NPO、ボランティアグループ等を随時紹介 

 
 

10 

地域包括ケアネットワークの構築 

地域ケア会議 

小地域ケア会議 小地域ケア会議 小地域ケア会議 小地域ケア会議 小地域ケア会議 小地域ケア会議 

地域包括支援センター 
運営協議会 

介護支援専門員連絡会・研修会 

地区民生委員協議会への参加 

サービス事業者別連絡会 

地域福祉市民フォーラム 

地域福祉計画 
地域福祉活動計画 

介護・医療・保健・ 
福祉等の各種計画 

地域包括支援センター業務別会議 

総合相談支援・権利擁護・ケアマネジメント支援・介護予防 

9 
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立川市地域ケア会議 
（市全域レベルの地域ケア会議） 

○市内の地域包括ケアに関する総合相談窓口の
関係機関・団体が集まり、地域ニーズへの相談
支援と取り組みの状況報告と意見交換を実施。
相談窓口としての共通対応を推進するとともに、
地域課題の把握と市内全域の地域包括ケア推
進に関する方策の検討を行なう。 

 

○立川市による福祉施策・介護保険施策に関する
情報の周知、課題把握と調整。（※地域課題把
握や地域包括支援センターの取り組み支援のう
えで、管理職が出る意味合いは大きい） 

12 

毎月開催の立川市地域ケア会議  
(市内相談関係機関との意見交換) 

11 
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ロジックモデル： 
地域ケア会議の開催（市域全域） 
インプット 活動 アウトプット アウトカム インパクト 

基幹地域包括
支援センター
が事務局機能 
・通知発送 
・資料準備 
・会場準備 
・企画 
・司会進行 
・グループ 
ファシリテート 
 

月1回定期的

に市内の高齢
者福祉に関わ
る相談窓口・
関係機関が集
まって、互い
の情報交換・
地域課題の検
討を行う。 

定期的に相談
窓口・関係機
関が集まって
情報交換・地
域課題の検討
を行えた。 

市内の高齢者
福祉に関わる
相談窓口・関
係機関のネッ
トワークが構
築され良好に
機能している。 

地域住民が安
心して相談支
援が受けられ
る地域環境に
なる。 
 
 
地域包括ケア
の実現 

・少子高齢化・家族構成数の減少等による社会状況の変化 
・多層的な地域課題の増大 
・地域課題解決の為の関係機関ネットワーク構築の必要性の高まり 
・関係機関・団体間のネットワーク構築を求める声の増大 
・「地域ケア会議」の制度化 

市全域レベルの地域ケア会議の意義 

○市内各地域包括支援センターは、前月の活動を
「状況報告書」にまとめ、全体で共有していきたい
個別事例の課題検討をはじめ、センターとしての全
ての業務の取り組みを振り返る。取り組みを通して
見えてくる地域課題や必要な社会資源があった場
合は文章化して会議で提言。参加している関係機
関間で共有し、対応策を検討。 

 

○市内病院や関係機関による地域包括ケアに関する
情報・意見交換。互いに協働できる推進策検討。 

 

○関係機関の取り組みのノウハウを吸収・積み上げ。 

 13 
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小地域ケア会議 
（エリア内での見守り体制を考える） 

小地域ケア会議(担当生活圏域ケア会議) 

○生活圏域ごとに地域包括支援センターが隔月開催
（年間６回） 

○福祉コミュニティづくりにむけた担当圏域の地域課
題の検討と問題解決にむけた取り組みの推進。 

○地域の関係者間の情報・意見交換と地域包括ケア
ネットワークの形成。情報交換や事例の検討等を
通した地域課題の把握。 

○福祉・介護・医療情報等の関係者への周知。立川
市地域ケア会議で発出された事務連絡等の地域
関係者への周知等。 

15 

15 
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小地域ケア会議(担当生活圏域ケア会議) 

○地域課題を、地域の関係者とともに考える場と
して設置。介護支援専門員間・サービス事業所
間の情報交換、及び地域の多様な関係者との
地域課題検討の場づくり。 

 

○社会福祉協議会の地域担当、高齢福祉課、健
康推進課の地区担当者も参加して関係者との
ネットワーク構築。 

 

○介護支援専門員も地域づくりに参加。 
18 

小地域ケア会議 
（高齢化が進んだ団地の集会室にて） 

17 
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個別ケア会議(個別ケース地域ケア会議) 

○介護支援専門員や民生委員等の地域関係者から、自分
たちのみでは課題解決ができないという相談に対して随
時対応し、参加メンバーも事例に即して招集。 

 

○目的は、あくまで「サービス利用者や地域住民が地域で
暮らし続けていくために地域関係者のネットワークで何
ができるか」という検討、具体的対応、課題解決。 

 

○個別ケースの検討のなかで、地域課題が見えてくる場合
は、市域全体の立川市地域ケア会議に「地域課題」とし
て提言していくとともに、生活圏域における小地域ケア会
議での地域課題の検討に活用していく。 

  
20 

ケアマネジメントの目的 

• 生活に困難さを持っている 
 人々を対象 
 

   ケアマネジメントチーム          ケアマネジャーは媒介する    
 

 
・地域社会の問題解決能力の 
 向上 

セルフケア向上 

コミュニティづくり 

（出典 野中 猛：図説ケアマネジメント，１９９７．一部改変） 
19 
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個別支援の留意点① 

• 個別支援を目的とした場合は、利用者・
支援者の双方の状況と緊急性のレベル
判断を適切に行い、①情報提供、②地域
の社会資源の紹介・つなぎ支援、③本人
宅への同行訪問や面接も含めた専門的・
継続的支援、④生命・身体等の危機に対
応する緊急対応・権利擁護、といった４つ
のレベルの介入を使い分けていく必要が
ある。 

22 

個別ケースの検討を行う地域ケア会議の運営 

地域包括支援センターまたは区市町村が選定 

地域ケア会議が有効だと考えられるケースを選ぶ 

地域包括支援センターの業務の一環として地域ケア会議の必要性を判断した場合 

①支援者が困難を感じているケース 
②支援が必要だと判断されるがサービスにつながっていないケース 
③支援が自立を阻害していると考えられるケース 
④権利擁護が必要なケース 
⑤地域課題に関するケース  

検討ケースの選定 

総合相談受付（スクリーニング） 

個別ケースの検討を行う地域ケア会議 

総合相談
支援業務 

包括的・継
続的CM 
支援業務 

権利擁護
業務 

介護予防
CM業務 

地域ケア会議運営マニュアル 
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事例を考える上での視点・枠組み 

 

 ①クライエント ③支援者 

②環境 ④環境 
⑤関係 

 

 

⑦環境 

⑥地域包括 

⑧関係 

24 

緊急レベル別の相談内容と対応 

緊急レベル 相談内容 対応 

レベル１ 一般的な問い合わせ 
 

一般的な情報提供 

レベル２ 相談者の意思で主訴 
に対する対応が可能 
と判断される相談 

必要な情報提供、関係機関 
や団体等の紹介・つなぎ 
 

レベル３ 継続的・専門的な関 
与が必要と判断され 
る相談 

継続的な関与、訪問面接等 

レベル４ 緊急対応が必要と判 
断される相談 

危機介入、事例ごとに対応 
できるチーム編成 

出典：長寿社会開発センター『地域包括支援センター運営マニュアル２０１２』P65 
23 



－ 52 －

• 個別レベルのケア会議や介護支援専門員
との協働を通して、結果としてサービス計画
の内容が、利用者へのよりよいケアマネジメ
ントを目的として変更されていくことはある。 

• ケアマネジメント支援は、個別対応のみでは
なく、介護支援専門員の横のネットワーク形
成、地域レベルの研修会の実施、地域の多
様な社会資源と介護支援専門員との出会
いの場作り・ネットワーク構築等によって基
盤整備を行っていくもの。 

個別支援の留意点③ 

26 

• 本人や家族に面接をしていない場合や単に
書面上で助言を行う場合は、①や②のレベ
ルのコンサルテーション・助言支援になるこ
とを留意しておく必要がある。 

• 但し、①や②のレベルの支援を行っていく
ためにも、職員には地域の社会資源の幅
広い知識やネットワーク、課題やストレング
スを把握するアセスメント力、適切に分かり
やすく伝えていくといった専門職としての技
術が必要となる。 
 

個別支援の留意点② 

25 
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• 事例に応じて随時対応する場合と定期開催する場
合のそれぞれの留意点は、『地域ケア会議運営マ
ニュアル』Ｐ４８～４９を参照。 

• 個別ケース検討の会議を定例開催する場合は、関
係者間のやり取りが一方的にならずに、双方向のコ
ミュニケーションが保証されること等、主催者側の丁
寧な運用が求められる。 
 

 ⇒介護支援専門員等の関係者が会議に提出する書類も、なるべく簡素化して、
既存の資料や簡便な資料で済むように工夫する等、会議参加者の事務負
担の軽減にも留意する。事例は会議のなかの参加者間のやり取りで共有し、
深めていくことが可能である。 

 ⇒本人、家族が参加しない場合は、本人、家族に会っていない関係者が書面
上のみの事例検討で検討できることの範囲や限界にも留意しておく。    
(※関係者の気づきを増していくこと、つながりを強化していくこと等はできる) 

  
 

個別支援の留意点④ 

28 

• 保険者による「指導検査」や「ケアプラン点
検」、「対人援助職としての質の向上を目的
とした事例検討や研修」、「利用者や地域住
民の支援を目的とした個別ケースの地域ケ
ア会議」は、それぞれの目的と機能を分け
て考えていく必要がある。 

• 個別ケース支援のための地域ケア会議は、
ケア関係者等へのサポートを通して、利用
者や地域住民が安心して暮らし続けられる
環境整備や支援の実現を目的とするもの。 

個別支援の留意点④ 

27 
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立川市における 
包括的・継続的ケアマネジメント支援 

• 随時対応の相談助言、必要に応じた同行訪問や個別
支援会議の開催、定例の小地域ケア会議の開催 

– 包括支援センター職員・市高齢福祉課職員・社会福祉協議会
職員によるバックアップ体制 

– 小地域ケア会議による生活圏域ネットワークの形成 

 

• 介護支援専門員連絡会・研修会（年間４～5回） 

– 各包括支援センターの主任介護支援専門員は介護支援専門
員連絡会の幹事会メンバーとなる＋６生活圏域の事業所より
選出された幹事６名とともに幹事会が企画運営を担う 

• サービス事業者別の連絡会･研修会による基盤形成 

  （通所サービス・訪問介護・地域密着サービス･訪問看護等） 
30 

①関係機関との連携体制   
 構築支援 
 
②介護支援専門員同士の 
  ネットワーク構築支援 
 
③介護支援専門員実践力 
 向上支援 
 
④その他 

地域包括支援センター 

利用者や家族 

インフォーマル 
サービス 

サービス 
事業者 

親族 行政 
医療機関 

近隣住民 

その他 

介護支援 
専門員 

①チームの一員 

②支援チーム全体への
サポート ④介護支援専門員への

サポート 

包括的・継続的 
ケアマネジメント環境整備 

個々の介護支援専門員への 
サポート 

③所属組織への
サポート 

出典：長寿社会開発センター「地域包括支援センター運営マニュアル」Ｐ１４３ 
29 
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介護支援専門員連絡会① 
• 地域レベルの介護支援専門員の横のネットワーク構
築と地域の社会資源との顔合わせの場づくりを目的
として実施。 
 

• ６地域包括支援センターの主任介護支援専門員は連
絡会幹事会のメンバーとなる＋６生活圏域の居宅介
護支援事業所より選出された幹事６名とともに12名
の幹事会が連絡会の企画運営を担う。 
 

• 事務局は基幹地域包括支援センター。 
 

• 生活圏域ごとの小地域ケア会議とともに、介護支援
専門員に地域への視点を持ってもらう契機としていく。 

32 

介護支援専門員研修会 
• 地域レベルの研修会の定期開催によるケアマネジメント
の質の向上(企画・運営は基幹包括支援センター) 

• 研修会については、新任、現任などのプログラム作成。 

  例えば今年度は下記のようなテーマで実施 

①新任研修(※市職員、社協職員、地域包括支援センター職員等の関係者に

よる講義・演習を2日間に分けて実施) 

②脳卒中・難病の方へのケアマネジメント 

③関係性が作りにくい家族との面接技術 

④パーキンソニズム・認知症の理解と対応 

⑤認知症の行動・心理症状（ＢＰＳＤ）への対応・事例検討 
※その他、認知症疾患医療センターによる多職種参加の事例検討会、総合

病院による退院支援研修、精神・神経科学振興財団と包括センターの共催
による「パーキンソニズム・認知症」地域医療相談会など、地域では多様な
研修や取り組みが実施されている 

31 
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市内訪問看護ステーション所長と 
介護支援専門員との懇談会 

介護支援専門員連絡会② 
例えば今年度から2年間は「立川市における地域包括
ケアを考える」をメインテーマとして、下記を実施中。 

①皆で考える立川の地域包括ケア（講義とＧＷ） 

②市内６病院のソーシャルワーカー・相談員・退院支援
看護師との懇談会（※入退院支援の留意点の講義と意見交換） 

③市内訪問看護ステーション10ヶ所の所長との懇談会
（※訪問看護の活用の仕方、医療保険・介護保険の使い分け等の講義と意見
交換） 

④立川に必要な社会資源・インフォーマルサービスを
考える（講義とＧＷ） 
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総合相談支援・権利擁護業務連絡会 
• センター職員、市高齢福祉課職員、社協あんしんセンター
たちかわ職員、運営協議会委員の弁護士が参加 

• 支援困難事例の情報交換・事例検討 
• 高齢者虐待防止法・成年後見制度等による対応の検討 
• 「立川市高齢者虐待防止マニュアルの策定」 
• 地域包括支援センターが地域の一時対応相談窓口 

– 日常生活自立支援事業・成年後見制度の活用 
 →「社協地域あんしんセンターたちかわ」との連携 
– 困難事例・措置制度活用の場合は市担当者と連携 
– 消費者被害の場合は市消費生活相談コーナーと連携 

• 立川市高齢者虐待防止ネットワーク会議、市役所庁内虐待
対応担当者会議にも連絡会メンバーが参加  

• 社会福祉協議会あんしんセンターたちかわの第三者後見
人連絡会等の取り組みとの連携 

36 

各種連絡会による地域ケア基盤形成 

○サービス事業者別の連絡会 
 ・訪問介護連絡会 

 ・通所サービス連絡会 

 ・地域密着サービス連絡会 

 ・訪問看護連絡会 等 

 

○地域包括支援センター業務別連絡会 
 ・総合相談支援・権利擁護業務連絡会（社会福祉士） 

 ・ケアマネジメント支援業務連絡会（主任ＣＭ） 

 ・介護予防業務連絡会（保健師・看護師） 
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介護予防業務連絡会 
• センター職員、市高齢福祉課職員、市健康推進課職員、
市介護保険課職員、社協市民活動センターたちかわ職
員、東京都健康長寿医療センター研究員が参加 

• 市介護予防事業の取り組みの事務連絡、情報共有、意
見交換 

• 地域における健康増進・予防の取り組みの情報交換 
• 認知症サポーター養成講座や家族会等の取り組みの
情報交換 

• 情報交換を通したお互いの地域の取り組みのノウハウ
の吸収と積み上げ 

• 社会福祉協議会の地域における支えあいサロンづくり
との連携・協力 

• 立川市では、住民との協働による一次予防の取り組み
に重点を置いて取り組んでいる 

38 

ケアマネジメント支援業務連絡会 
• センター職員、市高齢福祉課職員、市介護保険課職員、
社協あんしんセンターたちかわ職員が参加 

• ケアマネジメント支援の個別事例・地域基盤構築への取り
組みの情報交換・事例検討 

• 小地域ケア会議の取り組みの情報交換 
• 情報交換を通したお互いの地域の取り組みのノウハウの
吸収と積み上げ 

• ケアマネジメント支援の取り組みにおいて把握された地域
課題の情報交換と課題検討（例：小規模多機能施設や24
時間定期・随時対応サービスとの連携上の課題など） 

• 地域密着サービス連絡会や介護支援専門員研修の企画・
実施等 

37 
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地域ケア会議の留意点② 

■厚労省の課長通知「地域包括支援セ
ンターの設置運営について」、及び
介護保険法においても「地域ケア会
議」が位置づけられることもあり、
各地域の特性や社会資源の状況に応
じた実践の組み立てが改めてなされ
ていくことと考えられる。これまで
の地域の取り組みの積み重ね、ネッ
トワークの積み重ねを活かしていく。 

40 

地域ケア会議の留意点① 

■地域ケア会議は目新しい言葉で
はない。2000年の介護保険制度
スタート前より、在宅介護支援
センターの実施要綱に示されて
おり、これまでも各地域の特色
に合わせた実践や、様々な地域
ケアのネットワーク構築・基盤
整備が積み重ねられてきている。 
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地域ケア会議の留意点④ 

■地域ケア会議とは、ケアプラン
チェックや給付抑制の場ではなく、
個別レベルから地域レベルに至る
ネットワークを形成しつつ、結果と
してケアマネジメントや個別支援が
行いやすい状況を作り出していく場
であり、地域包括ケア推進に向けた
一つの方法である。 

42 

地域ケア会議の留意点③ 

■会議の開催やネットワーク構築
はあくまで手段であるが、時に
それ自体が目的化してしまうと
きがある。手段に追われるので
はなく、「地域住民の福利の向
上」という目的、利用者・介護
者の存在や状況を常に考慮して
いく必要がある。 

41 
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地域ケア会議の留意点⑥ 

■立川市の場合は一つの会議形態
で全ての機能を果たすのは不可
能だと判断し、地域ケア会議の
３層構造（※運協も含めた４層
構造）の構築、ケアマネジャー
やサービス事業者の連絡会の組
織化等、地域ケア会議の本来機
能をいくつかの形態に分けて展
開している。 

44 

地域ケア会議の留意点⑤ 

■個別支援レベル、日常生活圏域レベル、自治体
全域レベルといった「空間的範囲・構造」や、
ケアマネジメント支援、地域の課題検討と改善
へのアプローチといった「機能別の取り組み」
を総合的に行っていくためには、一つの会議形
態で全ての機能を発揮していくことは困難だと
考えられる。いくつかの構造別の会議設定や、
地域レベルでのケアマネジャーやサービス事業
者の研修プログラム、横のネットワーク構築と
いった取り組みを、地域特性に合わせて組み合
わせていく必要がある。 

43 
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まとめ 
• 地域ケア会議は、あくまで地域ぐるみの支えあいの仕
組み構築に向けた一つの手段でしかない。何のため
にそれぞれの会議を行うのか、目的の明確化が必要。 

• 各地域の社会資源状況や特色を活かした構造的な
仕組みづくりが必要。 

• 地域のどの社会資源と社会資源をつなぎ合わせれ
ば相乗効果が発揮できるかの分析と構想が必要。 

• 「専門機関・団体のネットワーク構築」と「住民主体の
ネットワーク構築」の組み合わせが必要となるので、
社会福祉協議会等が進めている地域福祉推進活動
との連携と役割分担が必要。 

 
46 

地域ケア会議の留意点⑦ 

■地域レベルのネットワーク構築やア
プローチにおいてはセンター単独で
取り組むのではなく、社会福祉協議
会などの地域実践で積み重ねがある
組織と連携しつつ、地域のどの社会
資源と社会資源が組み合わされば相
乗効果を発揮できるかといった、地
域全体を見渡す視野の広さと深さが
求められている。 

45 
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２ 国分寺市における地域ケア会議の取組のポイント 

 

 
○  国分寺市の地域ケア会議は、個別レベルで開催される「個別支援会議」、

日常生活圏域レベルで開催される「小地域ケア会議」、市町村レベルで開催

される親会議「地域ケア会議」で構成されている。 

  

   ○  市内６か所の委託型地域包括支援センターにおいて「個別支援会議」を

開催し、個別事例を検討している。その中で明らかになった地域の課題は、

センターを東西２ブロックに分け、それぞれ３センター合同で開催する「小

地域ケア会議」において検討。この検討結果を集約し、市町村レベルで開

催する「地域ケア会議」において市全体の課題として共有し、整理を行う

仕組みを構築している。 

 

○  また、上記に加えて、「地域ケア会議権利擁護部会」、「地域ケア会議介護

予防部会」及び「地域ケア会議医療介護連携部会」の３つの部会を専門レ

ベルの地域ケア会議として位置付け、親会議である「地域ケア会議」と有

機的に連携を図っている。 

    その他、地域ケア会議で抽出された課題について、具体的な施策の検討・ 

    関係機関の調整等を行い地域ケア会議へ報告する「作業部会」を設置して

いる。 

 

○  さらに、地域ケア会議のテーマや議題調整を地域包括支援センターの管

理者が参加する「管理者会議」で協議している。 

 

○  市がこうした地域ケア会議の全体像を図にまとめ（７２頁参照）、地域包

括支援センターに示すことで、地域包括ケアシステムの実現に向けた意識

の共有化を図ることが可能となっている。 
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１．国分寺市の概況・相談体制 

２．基幹型地域包括支援センターの設置 

３．地域ケア会議の開催状況 

４．効果的な運営に向けて 

５．第６期に向けての展望 

 

          

 

                 国分寺市福祉保健部 高齢者相談室      

                   包括支援係   玉井 理加 

                

                    

 

H26.3.26 東京都 平成26年度地域ケア会議研修 
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 人口  118,697人       （平成２６年１月１日） 

      東京都のほぼ中央に位置 
    （ＪＲ中央線・武蔵野線、西部国分寺線・多摩湖線が縦横に走る） 

 市域  東西5.68メートル、南北3.86メートル    
     面積11.48平方キロメートル 
  
 国分寺崖線 
     北西から南東にかけ標高約２~２０ｍの崖            
  
 崖線下には湧水 
      真姿の池湧水群 
      （Ｓ60名水百選・Ｈ９東京都の名勝に指定） 
 
  

 

 

  １．国分寺市の概況と相談体制 
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◆ 第4期国分寺市長期総合計画（平成19年～28年度） 

   将来像 健康で文化的な都市 

           － 住み続けたいまち、ふるさと国分寺 － 

◆ 自治基本条例（平成21年4月1日施行） 

  「自治の理念」「参加・協働・情報共有の仕組み」  

      「市政運営の基本原則｝ 

◆ 国分寺市高齢者保健福祉計画・第5期国分寺市介護保   

  険事業計画（平成２４~２６年度） 

  基本理念） 

   個人としての尊厳が保たれ 地域・社会の支え合いによる 

   自立した豊かな生活が実現する 

 

 

 

子ども福祉部   

 福 祉 計 画 課 

 生 活 福 祉 課 

障 害 者 相 談 室 

     保  険  課 

   健 康 推 進 課 

   介 護 保 険 課 

   高 齢 者 相 談 室 

高齢者福祉係 包括支援係 介護予防係 

福 祉 保 健 部  

国分寺市地域包括支援 
センター 
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地域包括支援センター 7ヶ所    
   

 

  ●市直営1ヶ所 （Ｈ１８年度～） 

  ●委託 6ヶ所 （H１９年度～25年度現在） 

    

  （職員体制） 

   保健師または看護師・社会福祉士 

   主任介護支援専門員・予防プラン担当者  4名を配置 

 

   ＊センターが認知され総合相談の件数は年々増加。 

    総合相談支援体制の充実が課題となってきている。 

   

   

          
     

    

    

          

                     

 人口             118,697人 

 高齢者人口          24,635人 

 高齢化率            20,75％  

              （平成2６年１月1日現在） 

           

 要支援要介護認定者数        

       4,413人（内 要支援認定者 1,093  人） 

               認定率   17.45 ％                

    第1号被保険者 4,302  人 

    第2号被保険者      111  人                                              

                （平成26年1月31日現在） 
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２．基幹型地域包括支援センターの設置 

 

    第5期介護保険事業計画（Ｈ24～26年度） 

 １．在宅介護支援センターを全て地域包括支援センターへ再編 

  ２．新規地域包括支援センター1か所の設置 

  ３．市直営の地域包括支援センターは「基幹型地域包括支援   

   センター」へ再編 

 

 平成25年10月1日～ 

 ◆委託型地域包括支援センター 6か所 

  地域の相談拠点，市民・関係機関との地域づくり，連携の拠点 

 

 ◆基幹型地域包括支援センター 1か所 

  地域包括支援センター全体を統括し，センターの体制強化と機能   

  の向上及び充実のための支援を行う機関 

  ①総合調整機能  ②統括機能  ③人材育成支援機能  

  ④後方支援 直接介入機能   
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別紙資料１ 

（１）基幹型地域包括支援センターの役割 

  

  地域包括支援センター全体を統括し，センターの体制強化 

  と機能の向上及び充実のための支援を行う 

   

         ①総合調整機能   

           ②統括機能   

               ③人材育成支援機能  

               ④後方支援 直接介入機能  

 

 ＊地域包括ケアにおける中核機関となる地域包括支援センターの設 

  置主体である市町村の役割として，委託先センターの機能強化を目 

  指して支援体制を明示 
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３．人材育成支援・支援機能 
 

 ①各センターごとに支援担当の職員を配置 

  ・ｾﾝﾀｰの業務に関わる課題について，担当職員が窓口となり対応 

 

 ②専門的な助言が必要なケースへの支援 

  ・虐待対応ケース,複合的な課題解決が必要なケース等の個別事例検討会 

   の実施。専門的な助言を求める事例の場合は， 

   学識・弁護士・医師等がアドバイザーとして参加  

 

 ③研修・事業による人材育成 

  ・精神科医をアドバイザーに迎えた事例検討会 

  ・センター全体会における研修 

  ・認知症専門相談開催を通した学びの機会 

  ・各職種別連絡会，等 

 

（２）具体的な取り組み 

１．総合調整機能 

 ＊管理者会議（1/月開催） 

 ＊職種別連絡会（看護職･主任ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ･社会福祉士） 

 ＊センター予防担当者会議 

 ★地域の現状を把握し，事業運営等の推進に向け合意形成を諮る   

  重要な場となっている 

２．統括機能    

 ＊センターヒアリング 

 ＊月次報告，及び業務報告書の作成 

 ＊業務チェックシートの活用（運協で評価の仕組みを検討中） 

 ★運営状況の把握をすることで効果的な運営に向けた方針を検討 

 ★年間の事業実績は全て公表し「業務の見える化」を意識 
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  ３．地域ケア会議の開催状況 

４．後方支援・直接介入機能 

 

＊ケース支援における直接的支援 

（カンファレンスへの参加・訪問同行等） 

 

＊庁内関係部署の調整 

 ★生活保護・障害者・介護保険等，他部署からの協力が 

  必要なケースが増加 

 

＊虐待ケースへの直接支援・介入 

 ★成年後見制度市長申し立て 

 ★やむを得ない措置 

 ★立ち入り調査 

  

    行政の果たすべき役割を担い，他機関調整を実施  
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別紙資料２ 

（１）地域ケア会議の構成 

【目標】 

 介護・医療・生活支援サービスを一体化する地域包括ケアの体制整備 

【目的】   

 ・保健・医療・福祉の関係機関の連携強化とネットワークの構築 

 ・地域の課題把握とその解決に向けての検討  

 ・サービスの総合調整 

【構成】 

 １．地域ケア会議  ＊事務局 高齢者相談室（基幹型地域包括支援ｾﾝﾀｰ） 

 ２．小地域ケア会議（東・西ブロック） ＊運営  地域包括支援ｾﾝﾀｰ 

 ３．専門部会  ＊事務局 高齢者相談室（基幹型地域包括支援ｾﾝﾀｰ） 

   ①権利擁護部会        

   ②介護予防部会        

   ③医療・介護連携部会  

  ＊市全体の総合調整を行う場として位置付け，事務局が各種会議の   

   運営状況を把握し，全体で協議するテーマを抽出 
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● 地域ケア会議における議事 

 

      １．各種連絡会より 

      ２．各委員より報告 

      ３．各種会議開催報告 

        専門部会・小地域ケア会議・作業部会 

      ４．協議（毎回テーマを設定） 

      ５．市からの情報提供 

      ６．連絡事項・情報交換 

１．地域ケア会議  開催：年3回 

  ＊参加者 

   医師会，歯科医師会，各種連絡会代表（ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ・訪問看護・通所・   

   訪問介護），施設代表（老健・特養），医療機関，社会福祉協議会， 

   民生委員児童委員協議会，保健所，各種専門部会代表，地域包括支援  

   センター管理者，庁内関係部署（介護保険・障害者・福祉計画・生活   

   福祉課・健康推進） 

 

  ＊市全体の共通テーマを設定 「認知症高齢者を地域で支えるために」 

   ★毎回サブテーマをたて協議 

  （過去のサブテーマ） 

   ●医療と介護の連携     ●住まい・財産管理から権利擁護を考える 

   ●地域の人材活用・情報共有 ●地域における普及啓発の取り組み ，等々 
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３．各種専門部会 ＊各部会共に年3回開催 

【目的】  

 地域包括支援センターが専門性の高い業務を進めていく上で，課題解決や 

 基盤整備という位置づけで開催 

【運営】 

 高齢者相談室（基幹型地域包括支援センター） ＊各専門職が運営担当 

【参加】 

 ●権利擁護部会：地域包括支援ｾﾝﾀｰ社会福祉士・権利擁護ｾﾝﾀｰ・弁護士・ 

         経済課・くらしの安全課・警察署 

 ●介護予防部会：地域包括支援ｾﾝﾀｰ看護職・通所型介護予防事業受託事業者・   

         医師会・歯科医師会 

        ＊ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 学識（東京都健康長寿医療ｾﾝﾀｰ研究所） 

 ●医療介護連携部会：地域包括支援ｾﾝﾀｰ主任ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ・居宅支援事業所主任ｹｱ 

           ﾏﾈｼﾞｬｰ・看護職連絡会・ｻｰﾋﾞｽ提供責任者連絡会・ 

           医療相談員・医師会・歯科医師会 

 

２．小地域ケア会議  ＊東西共に年3回開催 

【運営】 

 地域包括支援センターが東西に分かれ，それぞれ３センターで運営 

【参加者】 

 テーマに合わせてセンターが関係機関に出席依頼 

 ●主な参加者… 

  ケアマネジャー，介護保険事業所，民生委員，社会福祉協議会，   

  老人クラブ，ボランティアグループ，高齢者相談室（基幹型地域包 

  括支援センター） …等々  

 ●アドバイザー 

  医師会代表，歯科医師会代表 

【内容】 

  ・地域ケア会議の共通テーマをふまえ，事例報告・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ・ 

   テーマによって講師等を迎え講座（学習会）を開催 

  ＊テーマの設定は，センターが日頃「個別支援会議」から吸い上げた地域の 

   共通課題を選定 

  ＊居宅支援事業所主任ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰに開催の協力依頼（ファシリテーター等） 

  ＊センターが必ず参加者に「地域ケア会議」開催の趣旨を説明 
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     ４．効果的な運営に向けて 

４．作業部会   ＊Ｈ26年度は5回開催予定 

【目的と位置づけ】 

  地域ケア会議で抽出された課題について，具体的な施策の検討・関係機関 

  の調整等を行い検討内容は地域ケア会議へ報告。 

【運営】 

  高齢者相談室（基幹型地域包括支援センター） 

【参加者】 

  市内地域包括支援センター管理者・居宅主任ケアマネジャー連絡会代表 

  ボランティア活動センター（社協）・高齢者相談室 

 ＊検討の内容に応じて，各関係機関・団体等の参加を調整 

【内容】 

  地域ケア会議で地域の課題として抽出された「地域の人材の活用・育成」 

  について具体的取り組みを協議中。   

 ＊作業部会を通じ立場や役割が違う機関が協議することで互いの理解が深まり，  

  協力体制が取れる基盤の構築される 

 ＊地域ケア会議で検討が必要なものは適宜協議し，作業部会にフィードバック 

  していく 
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（２）開催のテーマを明確にする 

 ①複数の会議体を運営する上で，一体的な運営を行うために全体の 

  テーマを明確にする 

 ②参加者に会議の目的を伝える 

  ＊小地域ケア会議は地域からさまざまな立場の方が毎回参加 

   センターより参加いただく方へ目的と会議の位置づけを説明 

 

（３）地域ケア会議と他の会議体や関係機関が連携 

 ①地域包括ケアシステム構築には，地域ケア会議以外の会議や事業， 

  関係機関との連携が必要 

 ②地域ケア会議を開催することで，地域の関係者が地域の支援体制 

  の一員としての役割を意識し参加。それぞれが所属する機関や地 

  域に戻り共有することで，地域のネットワークが構築される 

（１）地域包括支援センターと共に企画・運営 

  

①地域ケア会議のテーマは地域包括支援センターと協議 

 ＊地域包括支援センターは個別事例への支援を通し，地域で課題となっ 

  ているテーマや個別事例の解決において必要な仕組みや資源を把握 

  

②共に運営状況の共有をし，企画内容の協議を行う 

 ＊開催前後には，「センター管理者会議」において企画内容について 

  協議 

 ＊地域の実情にあった内容になるよう，意見交換を実施 

 ＊地域の関係者や住民の温度を一番感じているセンターからの意見は 

  大事に！ 

 

  行政と地域包括支援センター間で合意形成をはかりながら進めること 

  で，それぞれが機能や役割を果たせます。 
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（１）地域ケア会議の目指している目的を周知 

 ＊市全体で取り組んでいることを，参加者や関係機関に理解してもら 

  うため，イメージ図を明示 

 ＊目的を明確に伝えることで，参加者が役割を意識して参加できる 

 

（２）センターで開催される「個別支援会議」の位置づけの整理 

 ＊多機関・多職種とチームを組んで個別事例を解決する場。地域の協 

  力機関・協力者を増やすための有効な場と意識 

 ＊「個別事例」を通し地域の課題の把握できる場と意識して開催。 

  具体的に抽出されたテーマは，地域ケア会議で共有したり行政へ提 

  案する内容として整理 

 

  ★地域包括支援センターが中心となり実施 

 

 

 

 

 

 

    ５．第６期に向けての展望 
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  地域包括ケアシステム体制を推進するためには，行政と 

 地域包括支援センターが合意形成をはかりながら取り組むこ 

 とが重要だと思います。 

  取り組むべき課題が大きく，実現までに時間がかかる内容 

 であるからこそ，互いの役割や機能を活かしながら取り組ま  

 なければなりません。パートナーとして相手を尊重しながら   

 コミュニケーションをはかることが大切だと感じています。 

  

 

 

（３）「地域包括ケアシステム」実現は高齢部門だけではなく， 

    全部署における取り組み課題 

 ＊地域福祉計画・第６期介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画策定の 

  中で，庁内全体の取り組みとして明示していく 

（４）庁内関係部署，関係機関との連携強化 

 ＊地域包括支援センターが関わる個別事例は，複合的な課題・ニーズを 

  抱える事例が多くなっている。 

  生活保護・健康推進課・障害者相談室・ごみ対策課・経済課・くらし 

  の安全課・保健所・医療機関，等々への協力依頼が増加 

 ＊地域ケア会議，管理者会議，個別事例への対応等を通して理解を求め 

  ていくことが必要。 

 

  ★行政が中心となって取り組むテーマ 



－ 79 －

 

３ 「府中市地域包括支援センターこれまさ」における地域ケア会議の取組のポイ

ント 

 
○  本事例は、地域包括支援センターが開催する「個別ケースを検討する地

域ケア会議」の具体的な運営内容について紹介するものである。 

 

○  「府中市地域包括支援センターこれまさ」では、これまでも介護予防事

業や地域支援ネットワークの事業等を通じて、地域づくりや、自治会員等

地域の関係者との信頼関係づくりを進めてきた。 

 

○  こうした取組みを土台とし、地域の課題を関係者で協力して解決するた

めに「地域ケア会議」を活用している。 

 

   ○  地域ケア会議には、原則として本人又は家族が出席し、民生委員や自治

会・老人会の方、近隣住民など、本人の生活に直接関わりのある地域の関

係者が集まって本人のため各自ができることを話し合っている。 

   

  ○  地域ケア会議をきっかけとして、地域の関係者同士の顔のつながりがで

き、地域ネットワークがより一層強化されるという好循環が生まれている。 
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府中市の高齢者の現状と地域の支援体制 

 府中市全体 人口 ２５２，６３０人（平成２５年１０月１日現在） 
 
 
 
 
 

年齢区分 人口（人） 人口に対する比率 単身世帯数（世帯） 独居率（％） 

６５歳以上 ５０，０８９ １９．８ １３，５４８ ２７．０ 

７５歳以上 ２３，６９０   ９．３ ８，１０９ ３１．８ 

 担当区域 人口  ２１，９５６人 （平成２５年１０月１日現在） 

  地域包括支援センター 委託１１ヶ所 
 １ヶ所の平均 高齢者人口 ４，２８１人 
               職員体制 ５人～１０人（非常勤を含む） 

年齢区分 人口（人） 人口に対する比率 単身世帯数（世帯） 独居率（％） 

６５歳以上 ４，２８８ １９．５ １，０９０ ２５．６ 

７５歳以上 １，９２０ ８，７    ６０７ ３１．６ 

地域で暮らし続けるために…  
Ｙさんの場合 

 ～地域ケア会議の取り組み～ 
 

府中市地域包括支援センターこれまさ 
センター長  伊東 光子 
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事例    Ｙさんの場合 
＜生活歴＞ 
７８歳、女性。現住所地に約４０年住む。長男、次男をもうけ現

在はそれぞれが独立、夫は１５年前に死去、一人暮らしとなっ

た。５年位前より徐々に認知症が出現、日常生活にも影響が出

始めていた。「地域包括これまさ」とは「ほっとサロン」や地域の

交流サロンの利用者として馴染みの関係があり心配ごとの相

談窓口でもあった。既往歴は心疾患、腰痛だが定期通院はして

いない。キーパーソンの次男の嫁と孫は時々、来訪。 

 
※個人情報に配慮し、事例を一部加工して紹介しています。 

府中市が取り組む独自の事業 
     →予防事業中心だが地域づくりにも関連 
介護予防関係       
地域デイ事業 （生きがいづくりのほっとサロン） 
介護予防推進事業（心と体の健康チェック） 
介護予防コーディネーターの役割（府中市独自のシステム） 

 

地域支援ネットワーク   
一人暮らし高齢者等地域支援事業 
 （住民主体の交流サロン等） 
 「コミュニテイカフェこれまさ」  「こやなぎサロン」を実施 
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＜経過2＞ 
 
 
→介護保険サービス利用へ 
  ケアマネージャーに依頼し暫定プランで利用開始。 

 
→認知症の進行 
  一人でいる不安が増幅、泣く、怒るなどの感情失禁や 
  幻覚妄想。骨折で動けないはずが寝巻のまま外に。 
 

→Ｙさんが送っていた毎日 
  子供たちのために公園のベンチを掃除。 
  道路清掃やゴミ拾いなど進んで行っていた。   
   
→地域は 
  戸建住宅中心だがマンションも増えてきた。 
  自治会・老人会の活動が活発。 
 
→そして事故が！ 
  自宅階段から転落、救急搬送。 
  腰部圧迫骨折により自宅療養。痛みの訴えは続く。 
  介護保険申請へ… 

＜経過１＞ 
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＜経過4＞  
 
 
→個人情報の扱い ～第2回地域ケア会議～ 
  本人の安心安全面を配慮し必要と判断した情報は活用、 
  家族と関係者間で同意書。 
 
→支援体制の内容を検討 
  Ｙさんの家が居間から見える人、老人会の仲間、民生委員 
  など見守りの役割を決めた。 
     

 
＜経過3＞ 
 
→近所からの通報が包括に 
  薄着でベンチにいるが戻れない、近所の人が家まで送る。 
  知らない人の出入りや鍵の紛失、防犯上の問題も。 
  近所の対応は？ 
 
→何とか対策を！～第1回地域ケア会議の開催～ 
  家族、民生委員、自治会、老人会、近所の人、ケアマネー 
  ジャー、訪問介護、市職員、包括（主治医は書面参加）が 
  今後の対策を協議。在宅生活維持に向け意見交換。 
  継続的な支援体制を勧めることに。 
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＜個別課題解決から 
     地域ネットワーク体制の実現に＞ 
 “地域に縁台を作りたい”（自治会副会長の発言） 
世間話から知るお互いの気持ち、住み続けたい気持ちを 
   意識化 
どうしたら実現できるか ＝ 共助 
包括⇒介護予防事業でたびたびおじゃま、元気高齢者と 
       知り合うきっかけに 
地域にとっては気楽に相談できる身近な存在 

↓ 
住民相互が支え合う気持ちの醸成  
いざという時の連携へ…「地域ケア会議」開催 
専門職も地域の人もお互いを知る機会、目的の共有 
地域課題解決の第1歩が始まる 

 

＜そして、今＞ 

 その後も必要に応じ、関係者とミニ地域ケア会議を開催。 

 近所の人からの通報は必要なこと以外、包括に入らなくなる。 

 Ｙさんは介護保険サービスと近所の人に見守られ、在宅生

活を送っている。 

 認知症への対応は専門医を受診、服薬により安定してきた。 

 
 これからもＹさんは知り合いがたくさんいる地域で 
 暮らし続けることができる。 
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第４章 資料 
 
 
 
 

 

１ 「保険者と介護支援専門員が共に行うケアマネジメントの質の向上ガイドライ

ン」掲載の「リ・アセスメント支援シート」と「ケアマネジメントの課題整理

シート」について 

２ 平成２５年度地域ケア会議に関するアンケート調査 調査票（区市町村・地域

包括支援センター） 

３ 地域ケア会議推進部会 委員名簿 

４ 地域ケア会議推進部会 検討経過について 
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１ 「保険者と介護支援専門員が共に行うケアマネジメントの質の

向上ガイドライン」掲載の「リ・アセスメント支援シート」と

「ケアマネジメントの課題整理シート」について 

 

 
 地域ケア会議推進部会に「ケアマネジメントの質の向上分科会（以下「分科

会」という。）」を設置し、ケアマネジメントの質の向上の観点から、介護支援

専門員が地域ケア会議に事例を提出する際に活用できるツールを作成した。 

 介護支援専門員が事例提出者となる場合、「リ・アセスメント支援シート」に

よりアセスメントの再確認を行い、「ケアマネジメントの課題整理シート」によ

り地域に不足する資源を把握した上で会議に臨むことは、自己点検につながり、

ケアマネジメントの質の向上の観点から有効と考えられる。 

 なお、両シートの活用方法の詳細については、分科会のまとめである「保険

者と介護支援専門員が共に行うケアマネジメントの質の向上ガイドライン（平

成２６年３月東京都福祉保健局発行）」を参照すること。 
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１ 多職種との連携・協働によるケアマネジメントの質の向上の具体的方法 

介護支援専門員が支援困難であると感じたケースが発生した場合に「多職

種との連携・協働」によって困難な事態の解決を図ることで、ケアマネジメ

ントの質の向上を図る方法について下図の流れに沿って説明していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

⑴ 介護支援専門員による自己点検 

介護支援専門員が支援困難であると感じるケースが発生した場合、ま

ず自己点検する。 

ア 自己点検する目的 

  ① 本当に自分では解決できない困難ケースなのかを確認するため。 

  ② 当初困難だと感じたケースを自己点検で解決することは、介護支援

専門員自身のケアマネジメント力の向上につながるため。 

    ③ 困難な点等を事前に整理すれば、他機関等への説明（協力依頼）を

明確に行えるため。 

   イ 活用するシート 

    ① 「リ・アセスメント支援シート」 

    ② 「ケアマネジメントの課題整理シート」 

   ウ 自己点検の流れ 

    ① 「リ・アセスメント支援シート」の記載 

      「リ・アセスメント支援シート」に記載し、「アセスメントは、十

分に行われているか。」、「ケアプランは、アセスメントに基づきしっ

かりと作成されているか。」といった点を確認する。気づいた点を修

正し、利用者・家族に働きかけた結果、問題を解決できればケアマ

ネジメントの質の向上につながる。 

    ② 「ケアマネジメントの課題整理シート」の記載 

      「リ・アセスメント支援シート」で確認し、「ケアプラン第２表」

を適切に修正しても、必要なサービス・サポートが地域に不足して

 

困難ケース 

発生 

未解決

解決 

ケアマネジメントの質の向上  

介護支援専門員の気づき⇒ 

ケアマネジメントの質の向上

地域ケア

会議で検

討すべき

ケース 

ケアマネジメントの質の向上

解決 解決 地域包括等の助言⇒ 多職種との連携と協働⇒ 

⑴ 

介護支援専門員

による 

自己点検 
 

⑵ 

地域包括支援 

センター等への

相談 

 

⑶ 

地域ケア会議での 

多職種との 

連携・協働 

 

東京都「保険者と介護支援専門員が共に行うケアマネジメントの質の向上ガイドライン 第

３章 多職種との連携・協働によるケアマネジメントの質の向上」より抜粋（一部改変） 
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いるため解決できないといった課題があると介護支援専門員が判断

した場合は、その課題を「ケアマネジメントの課題整理シート」に

記載する。 

 

 

⑵ 地域包括支援センター等への相談 

    自己点検で解決できない場合、介護支援専門員は居宅介護支援事業所の

主任介護支援専門員又は地域包括支援センターに相談する。 

ア 活用するシート 

    ① 「リ・アセスメント支援シート」 

    ② 「ケアマネジメントの課題整理シート」 

イ シートを活用して相談する効果 

    ① 相談する側（介護支援専門員） 

      事前にケースの状況や課題を整理しているため明確な説明ができ

る。 

    ② 相談を受ける側（地域包括支援センター等） 

      介護支援専門員の考えが整理されているためケースの状況や課題

を理解しやすい。 

 

⑶ 地域ケア会議での多職種との連携・協働 

   ア 「⑵の地域包括支援センター等への相談」の結果、地域包括支援セ

ンターが地域ケア会議での検討が必要であると判断したケースは、多

職種によって検討されることになる。 

   イ 地域ケア会議で介護支援専門員がケース提出者となる場合は、多職

種と同等の立場で検討に参加することが大切である。 

   ウ そのためには、介護支援専門員は事前にケースの課題等を整理して、

会議で根拠に基づき明確な説明ができるよう準備しておく必要がある

が、「⑴介護支援専門員による自己点検」と「⑵の地域包括支援センタ

ー等への相談」を踏まえれば十分に対応できる。また、「⑴介護支援専

門員による自己点検」と「⑵の地域包括支援センター等への相談」を

踏まえることで、地域ケア会議での検討が本当に必要な困難ケースを

提出することもできる。 

   エ 地域ケア会議で検討された結果、問題を解決できれば多職種連携・

協働により、ケアマネジメントの質が向上することにつながる。 

オ 介護支援専門員は「リ・アセスメント支援シート」と「ケアマネジ

メントの課題整理シート」を活用し、地域ケア会議に積極的に困難ケ

ースを提出してケアマネジメントの質を向上させることが望ましい。 
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２ 多職種との連携・協働で活用するシート 

Ⅰ リ・アセスメント支援シート 

 ⑴ 「リ・アセスメント支援シート」とは 

    「リ・アセスメント支援シート」とは、介護支援専門員がアセスメン

トを適切に行っているかを確認するために活用するシートである。 

  ⑵ アセスメントの確認が必要な理由 

    「ケアプラン全体の中核となるケアプラン第２表」の「生活全般の解

決すべき課題（ニーズ）」は、アセスメントによって導き出され、継続的

なアセスメント（モニタリング）によって見直されるため、ケアプラン

はアセスメントの成果物であるといえる。したがって、アセスメント力

の向上はケアマネジメントの質の向上につながる。      

  ⑶ 「リ・アセスメント支援シート」の活用で確認できること 

    「リ・アセスメント支援シート」を記載することで、利用者が自分ら

しい生活を営めるように利用者の生活を活性化させる「生活全般の解決

すべき課題（ニーズ）」を適切に導き出せるように作成してある。そのた

め、「リ・アセスメント支援シート」を眺めれば、「生活全般の解決すべ

き課題（ニーズ）」とそれに基づく「ケアプラン第２表」が適切なものに

なっているかを確認できる。 

    なお、重要なのは、シートを全て埋めることではなく、シートを作成

することで介護支援専門員が自身のケアマネジメントを振り返り、その

質の向上につなげることである。 

  ⑷ シートの名称について 

    名称を「アセスメント支援シート」ではなく、「リ・アセスメント支援

シート」とした理由は、シートは初回のアセスメントで全てを埋めるの

ではなく、アセスメントを重ねていくうちに埋まっていくものであるこ

とを表現したためである。介護支援専門員は、シートの構造や内容を常

に意識しながらアセスメントを重ねていくことで、初回もサービス実行

後も適切なニーズを導き出せるようになる。    

 ⑸ 「リ・アセスメント支援シート」の記載について 

介護支援専門員が「リ・アセスメント支援シート」を円滑に記載でき

るよう、保険者は事前に記載方法を説明するなどして対応することが大

切である。
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⑹ 「リ・アセスメント支援シート」の構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
① 

利
用
者
の
状
態 

（
健
康
状
態
・
Ａ
Ｄ
Ｌ
等
）

② 

利
用
者
又
は
家
族
の
問
題 

（
～
で
き
ず
に
困
る
等
） 

④ 

利
用
者
又
は
家
族
の
意
向
（
生
活
へ
の
意
欲
を
含
む
） 

（
～
し
た
い
等
） 

生
活
全
般
の
解
決
す
べ
き
課
題
（
ニ
ー
ズ
） 

   

サ
ー
ビ
ス
の
根
拠
と
な
る
ニ
ー
ズ 

転 
換 

転 
換 

= 

ケアプラン第2表へ

介
護
支
援
専
門
員
の
判
断 

（
～
が
必
要
） 

①
～
⑤
を
総
合 

 

介護支援専門員の行うアセスメント 

 
働きかけ 

 
働きかけ 

リ・アセスメント支援シートは、介護支援専門員が把握している情報から適切に

ニーズを導き出せるように、上記の構造に合わせて作成している。 

把握し見通す 

合
致
・
一
致

（介護支援専門員の役割） 
利用者又は家族が問題を認識していな

いときは、認識するように働きかける。

 
利用者又は家族の意向が表明されてい

ないときや、低いときは意向を向上させ

るように働きかける。的外れのときは、

修正する働きかけを行う。 

③ 介護支援専門員の考える利用者の問題 
 
利用者の生活上の支障 

（～で困っているのではないか） 
（～で困っていると考えて欲しい） 

⑤ 医師・専門職等意見 
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 Ⅱ ケアマネジメントの課題整理シート 

  ⑴ 「ケアマネジメントの課題整理シート」とは 

    「ケアマネジメントの課題整理シート」とは、介護支援専門員が困難

ケースの課題を整理するために活用するシートである。 

     

  ⑵ 「ケアマネジメントの課題整理シート」の特徴 

   ア 「ケアプラン第２表」が原型 

   イ 本来必要と考えるサービス・サポートだが、実際は地域で不足（機

能不全を含む。）しているという課題と、それ以外の課題に分けて記載

することができる。 

 

  ⑶ 「ケアマネジメントの課題整理シート」活用方法 

   ア 「ケアプラン第２表」が適切に作成されていないと、課題が適切に

抽出できないため、「リ・アセスメント支援シート」との併用が望まし

い。 

   イ 「ケアマネジメントの課題整理シート」を使用しないで、「ケアプラ

ン第２表」に必要事項を追記することも可能である。 
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一
部

介
助

I A D L

使
用

機
器

A D L

食
事

場
所

住
環

境

立
位

維
持

・
改

善
の

要
素

、
利

点

寝
返

り

調
理

と
片

付
け

維
持

・
改

善
の

要
素

、
利

点

作
成

日

意
向

の
度

合

意
向

の
度

合
高

中
低

作
成

者

低

失

高

排
泄

（
排

尿
）

利 用 者
自

立

P
T

尿
器

一
部

介
助

見
守

り
一

部
介

助

見
守

り

ベ
ッ

ド
脇

入
浴

中
排

泄
（

日
中

）
リ

ハ
ビ

リ
パ

ン
ツ

利
用

者
意

向

家 族

ベ
ッ

ド
上

他
（

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 　

　
　

　
）

食
堂

利
用

者
名

無
有

尿
器

排
泄

（
夜

間
）

排
泄

（
失

禁
）

自
立

排
泄

（
排

便
）

自
立

食
事

全
介

助

自
立

見
守

り

パ
ッ

ト
ト

イ
レ

ト
イ

レ
P

T
パ

ッ
ト

一
部

介
助

－
３
－
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状
　

　
　

態
問

題
（

困
り

ご
と

）
意

向
・

意
見

・
判

断
優

先
順

位
整

理
前

整
理

後
関

連

意
向

と
判

断
が

一
致

し
な

か
っ

た
た

め
、

ニ
ー

ズ
に

な
ら

な
か

っ
た

理
由

「
リ

・
 ア

セ
ス

メ
ン

ト
支

援
シ

ー
ト

」
を

作
成

し
て

気
が

付
い

た
こ

と

阻
意

向
の

度
合

高
中

低

困
難

Ｃ
Ｍ

の
利

用
者

・
家

族
の

意
向

へ
の

働
き

か
け

不
要

意
向

の
表

明
阻

高
中

失

対
応

難
度

未
検

討
検

討
中

特 別 な 状 況
維

持
・

改
善

の
要

素
、

利
点

実
施

中

利 用 者

Ｃ
Ｍ

判
断

有

家
族

意
向

未
検

討
不

要

利
用

者
意

向
意

向
の

度
合

対
応

難
度

家 族

無

医
師

・
専

門
職

等
意

見

Ｃ
Ｍ

判
断

Ｃ
Ｍ

の
利

用
者

・
家

族
の

意
向

へ
の

働
き

か
け

医
師

・
専

門
職

等
意

見

意
向

の
表

明

失
意

向
の

表
明

阻

低
失

実
施

中
検

討
中

高
中

家 族
低

困
難

有

利
用

者
意

向
意

向
の

度
合

家
族

意
向

意
向

の
度

合

失
意

向
の

表
明

阻

生
活

全
般

の
解

決
す

べ
き

課
題

(ニ
ー

ズ
)

高
中

低

作
成

日

作
成

者

利 用 者

利
用

者
名

リ
・

ア
セ

ス
メ

ン
ト

支
援

シ
ー

ト

社 会 交 流

社
会

参
加

対
人

交
流

維
持

・
改

善
の

要
素

、
利

点

無

－
４
－
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作
成
年
月
日
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

の
課

題
整

理
シ

ー
ト

 
  
利
用
者
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
殿
 

 生
活

全
般

の
解

決
す

べ
き

課

題
(ニ

ー
ズ
) 
 

目
 
 
 
標
 

援
 
 
助
 
 
内
 
 
容
 

地
域
で
サ
ー
ビ
ス
・
サ
ポ
ー
ト
が
不
足
（
機
能

不
全
を
含
む
。
）
し
て
い
る
と
考
え
た
理
由
 

長
期
目
標
 

(期
間
) 

短
期
目
標
 

(期
間
)

サ
ー
ビ
ス
内
容
 

※
１

サ
ー
ビ
ス
種
別
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

※
１
 
「
保
険
給
付
対
象
か
否
か
の
区
分
」
に
つ
い
て
、
保
険
給
付
対
象
内
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
○
印
を
付
す
。
 

注
１
 

 利
用
者
を
支
援
す
る
た
め
に
必
要
だ
が
地
域
で
サ
ー
ビ
ス
・
サ
ポ
ー
ト
が
不
足
（
機
能
不
全
を
含
む
。
）
し
て
い
る
た
め
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
書
（
２
）
に
記
入
で
き
な
か
っ
た
こ
と

 
 
 
 
も
記
入
し
て
網
掛
け
す
る
（
Ｃ
Ｍ
が
理
想
と
す
る
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
作
成
）
。

 

地
域

で
不

足
（

機
能

不
全

を
含

む
。

）
す

る
サ

ー
ビ

ス
・

サ
ポ

ー
ト

以
外

の
課

題
と

そ
の

理
由
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２ 平成２５年度地域ケア会議に関するアンケート調査 調査票（区市町村・

地域包括支援センター） 
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3 地域ケア会議推進部会委員名簿 

 氏 名 所 属 

〇 平川 博之 公益社団法人東京都医師会 理事 

 髙瀬 義昌 医療法人社団 至髙会 たかせクリニック 理事長 

◎ 太田 貞司 神奈川県立保健福祉大学 名誉教授 

 橋本 泰子 大正大学 名誉教授 

 齋藤 正洋 東京都リハビリテーション病院  作業療法士 

 宮近 郁子 株式会社フクシア フクシア訪問看護ステーション 看護部長 

 高岡 里佳 医療法人財団緑秀会 田無病院 医療福祉連携部長 

 内田  千惠子 公益社団法人 日本介護福祉士会 副会長 

 千葉  明子 特定非営利活動法人 東京都介護支援専門員研究協議会 理事長 

 臼井 美幸 
一般社団法人 江戸川区医師会  

熟年相談室 江戸川区医師会 (地域包括支援センター） 所長 

 山本 繁樹 
社会福祉法人 立川市社会福祉協議会 

立川市南部西ふじみ地域包括支援センター センター長 

 小堀 由祈子 世田谷区 地域福祉部 介護予防・地域支援課長 

 田中 潤 東久留米市 福祉保健部 介護福祉課長 

 横手 裕三子 東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課長（平成 25 年７月 15 日まで）

 榊 美智子 東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課長（平成 25 年７月 16 日より）

 新田 裕人 東京都福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課長 

 ◎：部会長 ○：部会長代理 

 オブサーバー  

 西脇 誠一郎 東京都福祉保健局総務部事業連携担当課長  

 新倉 吉和 東京都福祉保健局医療政策部地域医療担当課長 
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４ 地域ケア会議推進部会 検討経過について 

回数 開催年月日 主な検討事項 

第１回 平成 25 年７月２日 

(1)地域ケア会議推進部会について 

(2)地域包括支援センター・地域ケア会議・ケアマネジメ

ントの現状 

(3)地域ケア会議を活用して解決すべき東京の地域包括

ケアシステムの課題及び地域ケア会議を有効に運営す

るための課題 

(4)ケアマネジメントの質の向上分科会での検討事項の

確認 

第２回 平成 25 年８月２日 

(1)第１回ケアマネジメントの質の向上分科会検討状況

報告 

(2)第１回地域ケア会議推進部会で挙げられた課題に対

する解決の方向性 

(3)地域包括支援センター機能強化の方向性について 

第３回 平成 2６年 1 月１６日 

(1)東京における「地域ケア会議」の効果的な運営に向け

た視点ついて 

(2)ケアマネジメントの質の向上分科会の検討状況につ

いて 

第４回 平成 26 年３月２６日 
(1)地域ケア会議推進部会のまとめについて 

(2)ケアマネジメントの質の向上分科会検討結果報告 

 



 

東京都地域ケア会議推進部会のまとめ 

～地域包括ケアシステムの構築に向けて～ 
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